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前橋市 こども施設課 

認定こども園一覧 

令和７年度 

入所申込案内 各種申請様式 

一次募集期間 二次募集期間 

令和６年 ９月 ２日（月） 

令和６年１０月１５日（火） 

令和７年 １月 ６日（月） 

令和７年 １月１５日（水） 
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【  提出書類様式 】 

就労証明書 

保育関係施設入所に関する申立書 

  

 

 

 

 

 

 

問 い 合 わ せ 先 

〒371-0014 前橋市朝日町三丁目３６番１７号 

前橋市保健センター２階 こども施設課 

電話番号     （０２７）２２０－５７０５ 

E-mail アドレス   hoiku@city.maebashi.gunma.jp 



入所申込書提出時チェックリスト 
   

下記項目は、申込書提出に当たり、あらかじめ確認いただきたい内容です。 

チェック欄に☑しながら注意事項を確認の上で申込書を提出してください。 

◎全員◎ 【教育・保育給付認定申請書兼保育関係施設入所申込書】チェックリスト                                                                  

項目 確認内容 チェック 

申込書数 
入所申込みを行う児童ごとに作成していますか？ 

※申込書は児童 1人につき１枚作成してください。 
□ 

申込書日付 申請書の日付は提出日となっていますか？ □ 

申込者 

申込児童 

氏名・生年月日・性別等、記入した内容に間違いはないですか？ 

※未出生児の場合は「名」欄に『未出生』と記入してください。 
□ 

入所希望施設 
希望する保育施設の施設コードと施設名に間違いはないですか？ 

※希望施設の「最小受入年齢」を必ず確認してください。 
□ 

住所 
住所は現在の住所地を記入していますか？ 

※現住所地が前橋市外の方は転入見込みでの申し込みに☑してください。 
□ 

保護者の状況 

保育要件番号に間違いはないですか（父母それぞれ）？ □ 

保育を必要とする事由に応じた書類を添付していますか（父母それぞれ）？ 

※保育の必要性を証明する書類は６ページを参照してください。 
□ 

世帯の状況 
世帯の状況に記入がある方は必要な書類を添付していますか？ 

  ※世帯の状況により必要な書類は６ページを参照してください。 
□ 

個人番号（マイ

ナンバー） 

マイナンバーの記入又はマイナンバーの提供に☑していますか？ 

※提供がない場合、課税証明等の提供を求めることがあります。 
□ 

 

〇該当する方〇 【就労証明書】チェックリスト                                                                 
項目 確認内容 チェック 

証明日 証明日は提出日から３か月以内となっていますか？ □ 

記載者連絡先 記載者連絡先は記入してありますか？ （問い合わせをする場合があります） □ 

雇用期間 

雇用期間が令和 7年３月３１日までの有期である場合で、令和７年 4月 1日

以降も雇用契約が継続する見込みの方は「１４（雇用契約の）満了後の更新の

有無」の『有』又は『有（予定）』に☑となっていますか？ 

□ 

就労時間 
月当たりの休憩時間を含んだ正確な就労時間が記入されていますか？ 

 ※申込書の月間就労時間の記入と合致していますか？ 
□ 

 

◎全員◎ 入所申込書提出時に持参する書類等                                                                 
持参するもの 注意事項 チェック 

申込みに来る
方の身分証等 

次のうち、いずれかを持参してください。 
 ①顔写真付き証明等（１つ） 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード 等 
 ②顔写真なし証明等（２つ） 各種健康保険証、手当証書、年金手帳 等 

□ 

個人番号（マイ
ナンバー）確認
書類 

次のうち、いずれかを持参してください。 
 ①個人番号（マイナンバー）カード 
 ②個人番号（マイナンバー）通知カード 
 ③個人番号（マイナンバー）が記載された住民票 

□ 

※代理人が入所申込書を提出する場合は５ページを参照してください。 
 

そ
の
他
注
意 

・ 申込みに必要な書類は募集期間中に必ず提出してください。期間中に提出がない場合、申込
みを受付できません。 

・ 提出された書類は返却できません。写し等が必要な場合は提出前にあらかじめご自身でコピ
ーをして用意してください。 

・ 入所申込みをされた方の支給認定証の発行時期は、認定事務に時間を要するため、入所承
諾通知送付（２、３号認定の場合）又は入園の時期（１号認定）に合わせての発行となります。 
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保育関係施設は、「保育所（園）」と「認定こども園」を指します。 

保育所（園） 

児童福祉法に基づき、保護者の就労・病気・介護・出産・求職活動などの理由で、 

児童を家庭で保育できない場合に保護者に代わって保育する施設です。 

「友だちをつくるため」や「社会生活を身につけさせるため」などの理由では、 

入所することはできません。 

認定こども園 

保育所と幼稚園の機能を併せ持つ施設です。 

児童を家庭で保育できない場合に、保育所（園）と同様に、保育施設としての入所

ができます。 

保育を必要としない満３歳以上の児童は、幼稚園部分（教育施設）としての利用が 

できます。 

 

市内の保育関係施設の詳細については、ｐ.20を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

【１】認定証の交付 

保育関係施設の入所申込をする際に、市へ認定申請を行い認定証の交付を受けます。 

交付される認定内容に応じた施設の入所ができます。 

保育関係施設に入所（園）できるのは、２号認定及び３号認定の児童です。 

 

表１ 

認定区分 保育を必要とする事由 年齢 利用できる主な施設 

１号認定 不要 満３歳～就学前 幼稚園・認定こども園 

２号認定 要 満３歳～就学前 
保育所（園）・認定こども園  

３号認定 要 満３歳未満 

   
   ※満３歳とは３歳の誕生日の前日を指します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 保育関係施設とは 

２ 保育の必要性の認定 
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【２】 保育を必要とする事由と認定期間 

保育の必要性の認定（２号認定・３号認定）を受けるには、保護者が下記のいずれかの事由に該当するこ

とが条件となります。また、保育を必要とする事由ごとに認定期間が定められています。 

 
    表２ 

保育を必要とする事由 

就労 
（外勤・自営・農業・内職 等） 

月間４８時間以上の就労をしている 
（内職の場合、月間就労時間は問わない） 

妊娠・出産 
母が妊娠中又は出産後間もない    ※詳細はp.10参照 

認定期間 産前産後８週ずつ 

保護者の傷病等 病気・けが・心身障害である 

同居親族の介護 同居親族を常時介護している 

災   害 火災・風水害・地震等の災害に遭い、その復旧にあたっている 

求職活動 
求職活動中である（起業準備を含む） 

認定期間 ３か月 

就   学 学校等に通学、通信教育又は職業訓練等を受講 

世帯の特殊事情 虐待やＤＶを受けている、家庭での養育が困難又は不適当等 

 

【３】保育時間の認定区分 

２号・３号が認定された場合、保育を必要とする事由や就労時間等により保育時間を認定します。 

それぞれの認定時間の保育実施時間は各保育関係施設によって異なりますので、詳細は各保育関係施設

にお問い合わせください。 

  保育時間には、「標準時間認定」と「短時間認定」の２区分があります。認定区分により保育料等にも差

が生じます。 

 どちらの区分もそれぞれの利用時間を超えて利用する場合は延長保育となります。 

 延長保育料については、各保育関係施設にお問い合わせください。 

 
表３ 

区 分 
利用時間 

（１日あたり） 
要  件 

標準時間認定 最大１１時間 

A 父母ともに月間１２０時間以上の就労 

B 父母が月間１２０時間以上の就労か、疾病・介護又は就学 

C 父が月間１２０時間以上の就労、母が産前産後 

D 常態的に送迎が間に合わないと申請があり、認められた場合 

短時間認定 最大８時間 

E 父母のどちらか又は双方が月間４８時間以上１２０時間未満の就労 

F 父母どちらか又は双方が求職中 

（就労時間が月間４８時間未満である場合を含む） 

G 父母のどちらか又は双方が内職 

H 保護者が短時間認定を希望した場合 

  ※施設の利用に当たっては、上記時間内での利用を原則とし、必要な範囲でご利用ください。 
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【１】入所の申し込みができる児童 

①保護者が前橋市に居住し、住民登録をしていること、 

又は入所月の１日までに前橋市に転入見込みであること。 

②保育関係施設での集団生活に支障のない児童であること。 

③保護者が「保育を必要とする事由（p.２表２）」に該当すること。 

   

 

【２】希望施設の見学 

 

   保育方針をご理解いただく上でも大切な機会です。 

できる限り、第一希望から第三希望まで見学をしてください。 

 

＜留意点＞ 

・日程は、直接保育関係施設と連絡をとってください。 

・保育の方針を聞きましょう。 

・こども達や保育士、施設の様子をみましょう。 

 

 

 

【３】入所の申込スケジュール 

 

①  一次募集・二次募集 

対象 ●令和７年４月１日から入所希望の方 

●産休・育休明けでの令和７年度途中入所希望の方 

（ただし、保護者のどちらかが求職中の場合を除く） 

●令和６年９月以降、年度途中の育休明け内定者及び新規入所希望の方 

（令和６年９月以降に新規入所希望の場合は別途令和７年度分の申し込みが必要です） 

 

 一 次 募 集 二 次 募 集 

申 込 期 間 
令和６年 ９月 ２日（月）～ 

１０月１５日（火）必着 

令和７年１月 ６日（月）～ 

１月１５日（水）必着 

提出先 第一希望の保育関係施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結 果 通 知 １２月下旬に自宅へ郵送 ２月中旬に自宅へ郵送 

説明会・ 

健康診断 
日程は結果通知と一緒にお知らせいたします 

３ 保育関係施設への申込方法（２・３号認定） 

選考 

 

まずは見学に 

行ってみるころ！ 
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● 二次募集 

一次募集の結果、まだ受け入れ可能な歳児クラスがある保育関係施設のみ申し込みが可能です。 

空き状況は、前橋市ホームページや前橋市こども施設課窓口で公表します。 

二次募集を行わない保育関係施設の歳児クラスを希望する場合は、４月からの入所はできません。

その場合の受付は令和７年４月１日以降に開始します。 

     

● 産休・育休を取得中の方 

復職日に合わせて、年度途中の入所を希望することができます。 

※ 復職日が明記された就労証明書を添付してください。 

※ 入所時の年齢が最小受入年齢を満たしていれば、復職日から最大１か月（慣らし保育期間）ま

で前倒して、月途中の日付であっても入所を希望することができます。 

ただし、一次募集及び二次募集での申し込み時点で、保護者どちらかの方の要件が「求職活

動」の場合には、令和７年4月1日以外の入所日を希望することはできません。 

※ 申し込みは母子健康手帳取得後から可能です。 

出産前に申し込む場合は、申込書に母子健康手帳の表紙の写しを添付してください。 

※ 産休・育休を取得中でない方は、一次募集・二次募集において年度途中の申し込みをすること 

ができません。「p.４③令和７年５月１日以降の途中入所・転所希望の方」を参照してください。  

※就労証明書に記載された職場に復帰しない場合は、内定取消になります。 

 

②  令和７年４月１日から転所希望の方 

「継続届兼転所申込書」を令和６年９月１３日（金）までに第一希望の保育関係施設に提出してください。 

「継続届兼転所申込書」は現在通われている保育関係施設を通じて配布します。 

年度当初の転所につきましては、現在通われている保育関係施設の継続を辞退し、再度、新規での申

し込みという扱いになります。希望先全ての施設に入所決定できなかった場合は、二次募集以降、別

の保育関係施設を希望するか、希望の保育関係施設での空きを待っていただくこととなります。 

 

③  令和７年５月１日以降の途中入所・転所希望の方 

  

申 込 締 切 
入所希望月の前月１５日 

（１５日が土日祝日の場合はその前営業日） 

提出先 
希望の保育関係施設又は前橋市こども施設課 

（締切日までに前橋市こども施設課必着） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結 果 通 知 入所希望月の前月２０日前後に電話で連絡 

 個人面談・ 

健康診断 
保育関係施設と直接日程調整してください 

選考 
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●５月～１０月の各保育関係施設の空き状況について、入所希望月の前月１０日頃から前橋市ホー
ムページや前橋市こども施設課の窓口等で公表しています。 

●入所希望日は、月の初日となります（産休・育休明けを除く）。 

※産休・育休明けの申し込みで、保護者どちらかの要件が「求職活動中」の場合、入所希望日は
月の初日となります。 

●審査の結果入所保留になった場合は、令和８年３月までは選考を継続します。希望先を変更する
場合は希望月の前月申込締切日までに前橋市こども施設課に連絡してください。 

●令和７年１１月以降の途中入所希望について、次年度（令和８年度）の申し込みをされていない
方は、審査を行いません（産前産後等の理由で、令和７年度内に退所予定の方を除く）。 

●令和６年１１月以降の審査では、令和６年度入所申込書の第一希望保育施設に記載された施設又
は令和７年度入所内定施設のみ審査します。ただし、令和６年度申し込みの第一希望保育施設が、
令和７年度入所申込書で第一希望に記載している保育施設又は令和７年度入所内定施設と異なる
場合には、入所の審査は行いません。 

 

【４】申込手続きに必要な書類 

  ① 「令和７年度 施設型給付費・地域型保育給付費 教育・保育給付認定申請書兼保育関係施設入所申込
書」（以下「申込書」）  

●配布場所・・・ ・前橋市こども施設課 

本庁児童手当窓口（市役所２階２５番窓口） 

大胡支所・宮城支所・粕川支所・富士見支所 

              各保育関係施設 

●申込書は児童１人につき１枚必要です。 

     ●記載例はp.29～32にあります。 

② 保護者の保育の必要性を証明する書類（p.6表４を参照） 

※保育要件は保護者一人につき一つとなります。 

③ 世帯の状況により必要な書類（p.6表5を参照） 

④ 申込書提出時に持参が必要なもの 

    申込書提出時に個人番号（マイナンバー）確認と、申込者又は代理人の本人確認をさせていただきま

すので、以下の書類を申込書等と併せてお持ちください。 

 

＜保護者が申込書を提出する場合＞ 

・父母と申込児童の個人番号が分かる下記の書類のうち、いずれかをご提示ください。 

          マイナンバーカード 

個人番号通知書 

通知カード（記載された氏名と住所が住民票と一致している場合） 

マイナンバーが記載された住民票 

・提出者の本人確認ができるもの（運転免許証等顔写真が載っているもの） 

 ＜代理人が申込書を提出する場合＞ 

・父母と申込児童の個人番号が分かる下記書類のうち、いずれかをご提示ください。 

マイナンバーカードの写し 

個人番号通知書の写し 

通知カード（記載された氏名と住所が住民票と一致している場合）の写し 

マイナンバーが記載された住民票 

・代理人の本人確認ができるもの（運転免許証等顔写真が載っているもの） 

・委任状（前橋市ホームぺージでダウンロードができます） 

※保護者と同一世帯の親族であっても委任状が必要です。 

- 5 -



 

表４ 保育の必要性を証明する書類 

  
 

表５ 世帯の状況により必要な書類 

状  況 提出書類 

ひとり親世帯 離婚日又は未婚であることが分かる公的書類 

障害者扶養世帯 手帳等の写し 

離婚調停中の方 期日通知書、事件係属証明書 

保育士として認可保育関係施設に勤務している、 

又は保育士として求職活動を行っている方 

保育士証の写し 
※選考上の加点があります 

申込児童が障害を有する場合 
手帳等の写し 
※選考上の加点があります 

 

保  育  要  件 提  出  書  類 備   考 

就 
 

 
 

労 

（
就
労
予
定
者
を
含
む
） 

外     勤 

事業主が発行する就労証明書 
就労証明書、保育関係
施設入所に関する申立
書は巻末にとじてあり
ます。 
ホームページにもあり
ます。 

内     職 

自営業（親族経営含む）、 
農  業  等 

経営主が記載する就労証明書 

求
職

活
動 

求 職 活 動
 

保育関係施設入所に関する申立書 

出 

産 

妊 娠・出 産 
母子健康手帳表紙の写し 
（余白に出産予定日を記載してください） 

必要な部分をコピーし
てください。 

疾 

病 

等 

病 気・負 傷 

診断書 
（書式は前橋市こども施設課のホームペ
ージにありますので、医師の証明を受けて
ください） 

心 身 障 害 手帳等の写し 

同 居 親 族 の 介 護 介護対象者の診断書又は手帳等の写し 

災 

害 

災     害 罹災証明書等 

就 
学 

就     学 
（就学予定者を含む）

 

学生証又は在学証明書、受講証等の写し 
合格通知（就学予定者の場合）の写し

 

そ
の
他 

Ｄ Ｖ や 虐 待 、 
養 育 困 難 等 

公的機関が発行する証明等 
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【５】申し込みの際の注意点 

● 申込内容が事実と異なる場合は、入所内定や決定の取り消し又は退所となる場合があります。 

現在の状況を正確に記載してください。 

● 申込期間内に提出された証明書での審査になります。証明内容を変更する場合は、申込期間内の 

み受け付けます。 

● 複数の就労先の就労時間を足し合わせて月間４８時間以上となる場合は、全ての就労先の就労証明を 

提出してください。 

   ● 月の就労時間が４８時間未満の場合は求職活動と同じ扱いになります。申し込みの際には「保育関係

施設入所に関する申立書」を提出してください。 

● 求職活動（起業の準備を含む）での認定期間は、入所日から起算して９０日を経過する日が属する月

の末日までとなります。認定期間満了後も継続して保育関係施設を利用するには、入所日から９０日

以内に保育の必要性を証明する書類等を提出していただく必要があります。 

● 入所基準に該当するが、児童に歩行や言語などの発達の遅れ・疾病等があると思われる場合は、申込

書「入所児童の健康状態」に必ずご記入ください。また、あらかじめ希望する保育関係施設において

児童の受け入れが対応できるかご相談ください。児童の状況によって、保育の実施が難しいと認めら

れる場合には保育関係施設の利用ができない場合があります。 

    ● 希望の保育関係施設を変更する場合 

      ① 一次募集又は二次募集期間中で申込書を提出後、希望先を変更したい場合 

提出した保育関係施設から回収し、募集期間内に新しく希望する保育関係施設へご提出くださ

い。 

      ② 一次募集で応募したが入所できず、二次募集で別の保育関係施設を希望する場合 

再度申込書をご用意いただき、希望の保育関係施設に改めてご提出ください。 

      ③ 一次募集で入所が決定した後に希望先を変更する場合 

すでに決定している保育関係施設を辞退後、二次募集の申込期間に再度申し込みをしてくださ

い。（「保育関係施設申込取消届」の提出が必要です） 

➃ 一次募集、二次募集で応募したが入所できず、待機する希望先を変更したい場合 

      前橋市こども施設課にお問い合わせください。 

   ● 第一希望のみを記載され、選考の結果入所不可となった場合、他の施設に空きがあっても入所保留と

なります。ご希望がありましたら、必ず第二、第三希望を記載してください。ただし、入所が決定し

た場合に通所ができる施設を記載するようお願いします。 

● 育休明けの入所希望で内定していても、入所前に就労証明書に記載の職場を辞めてしまった場合や、

入所内定月の１日時点で前橋市に住民登録がない場合、内定は取り消しになります。 

● 入所決定・内定後の入所日の変更 

    自己都合（育休の延長等）による入所日の変更はできません。 

その場合、すでに決定している保育関係施設を辞退後、改めて申し込みをしていただくことになります。 

ただし、申込時点で未出生であり、出産予定日と実際の出産日のずれ、児童の病気等により入所日に

変更が生じる場合には、入所予定施設との調整を行いますので、前橋市こども施設課へご相談くださ

い。 
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各保育関係施設は、年齢ごとに受入枠が決まっています。申込多数の場合、選考となります。 

   

【１】選考方法  

申込書、保育の必要性を証明する書類等を基に、指数化し指数が高い順に入所を決定します。 

    選考は、第一・第二・第三希望の順に行います。（ p.27～28選考基準表 ） 

● 保育の必要性を証明する書類を二種類以上提出していただいた場合、選考における指数はいずれ

か高いもののみの加算となります。 

● 第二・第三希望を記載しても、その施設が第一希望者で受入枠に達している場合は、 

第二・第三希望での選考はありません。 

 

【２】入所の取消（辞退）をする場合 

入所予定の保育関係施設に必ず連絡し、「保育関係施設申込取消届」を保育関係施設又は前橋市こど

も施設課に提出してください。 

 

【３】入所保留となった場合 

 

  選考の結果入所保留となった場合は、最終申請の際の第一希望の施設での空き待ちとなります。 

また施設等利用給付※を受けるのに必要な認定を受けたものとみなされ、認定通知書が送付されます

（０～２歳は住民税非課税世帯のみ）。 

 

※一定の要件及び上限額の下で無償化の対象となった施設（認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育

事業、ファミリー・サポート・センター事業（送迎のみの場合は対象外です。））を利用した場合に受け

る給付。 

 

※入所希望月の申し込み締め切り日までに提出された申込書のうち、選考の結果入所保留となった場合

には入所保留通知書を発行することが出来ます。発行を希望される場合には前橋市こども施設課まで

ご相談ください。 

なお、入所希望月の申し込み締め切り日を過ぎての遡り申し込みや変更は受付できませんのでご注

意ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 入所の決定 
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保護者からの申請により、各認定を変更できる場合があります。 

【１】教育・保育給付認定の変更 

表６ 

※締切日に前橋市こども施設課必着 

【２】保育時間認定の変更 

表７ 

変更区分 提出書類 提出先 締切日 

保育標準時間 

↓ 

保育短時間 

・変更申請書 

各保育関係施設 

又は 

前橋市こども施設課 

変更希望月の前月２５日 

（２５日が土日祝日の場合には

その前営業日） 

※４月からの変更については、２

月末までに変更申請書をご提出

ください。 

 

保育短時間 

↓ 

保育標準時間 

・変更申請書 

・保育の必要性を証明する書類 

（p.6表４参照） 

※保育短時間から保育標準時間に変更する場合は p.2 表３の A～D のいずれかの要件が必要となりま
す。 

※締切日に前橋市こども施設課必着 

【３】退所 

前橋市外への転出や家庭で保育できるようになったことなどを理由に、現在入所している保育関係施設を

退所する場合は、入所している保育関係施設に「保育実施解除届」を提出してください。届出用紙は、各保

育関係施設又は前橋市こども施設課に備えてあります。 

変更区分 提出書類 提出先 締切日 

２号認定 

↓ 

１号認定 

教育・保育給付認定変更申請書 

（以下「変更申請書」） 

各保育関係施設 

又は 

前橋市こども施設課 

変更希望月の前月２５日 

（２５日が土日祝日の場合には
その前営業日） 

１号認定 

↓ 

２号認定 

・申込書 

・変更申請書 

・保育の必要性を証明する書類 
（p.6表4参照） 

変更希望月の前月１５日 

（１５日が土日祝日の場合には
その前営業日） 

※４月からの変更については、二
次募集期間終了後の受付はでき
ません 

５ 認定の変更 
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母親の妊娠出産の期間限定で保育関係施設に申し込むことができます。前橋市こども施設課が毎月公表し

ている空き状況で空きがない場合でも、期間限定であるため受け入れができる可能性がありますので、申し

込みされる前に入所を希望する保育関係施設にお問い合わせください。 

【１】利用可能期間 

   出産予定日の月を２か月目又は３か月目にした４か月間 

    （例）出産予定日が令和７年７月１日の場合 

      ●令和７年６、７、８、９月の４か月間 

      ●令和７年５、６、７、８月の４か月間 

       ※どちらの期間にするかは任意です。 

 

 

 

【２】申込手続き 

  ①提出書類 

    ●申込書 

    ●現在妊娠しているこどもの母子健康手帳の写し（余白に出産予定日を記載してください） 

    ●配偶者の方の保育の必要性を証明する書類（p.6表４「保育の必要性を証明する書類」を参照し

てください。） 

 

  ②申込締切 

    入所希望月の前月１５日（１５日が土日祝日の場合はその前営業日） 

    ※利用したい期間が年度をまたぐ場合は各年度分の申し込みが必要です。 

     （例）利用したい期間が令和６年度３月（令和７年３月）から令和７年度６月の場合、 

        以下の２回申し込みが必要です。 

        （１）令和７年度４月から６月分 … 一次募集又は二次募集で申込 

        （２）令和６年度３月分 … 令和６年度２月１５日までに申込 

 

 

 

6 産前産後期間の利用 
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お住まいの市区町村外の保育関係施設に入所できる場合があります。 

【１】１号認定 

ご希望の施設にお申し込みください。 

ただし、前橋市民の方は、施設型給付費・地域型保育給付費 教育・保育給付認定申請書を前橋市こども

施設課に提出していただく必要があります。申し込みの締め切りは、入所希望月の前月２５日（ただし、２

５日が土日祝日の場合はその前営業日）です。 

前橋市外在住の方は、住民票がある自治体の保育関係施設入所担当窓口に確認してください。 

認定は、３歳の誕生日の翌月１日（保育関係施設によっては３歳の誕生日前日）からとなります。 

 

【２】２号認定・３号認定 
  ① 前橋市民が前橋市外の保育関係施設へ申し込む場合 

   ●条件  希望する保育関係施設がある市区町村により、条件が異なります。 

      （例）希望する保育関係施設がある市区町村に、保護者の勤務先や祖父母の自宅がある 等 

       詳しくは、入所を希望する保育関係施設がある市区町村へお問い合わせください。 

   ●申込先     前橋市こども施設課 

   ●申込締切    入所を希望する保育関係施設がある市区町村にお問い合わせの上、余裕をもって
お手続きください。 

   ●提出書類    ・p.5【４】申込手続きに必要な書類 ①～④ 

            ・管外保育希望理由書 

② 前橋市外在住の方が前橋市内の保育関係施設へ申し込む場合 

  前橋市外にお住まいの方でも、下記の利用条件を満たしている場合、前橋市内の保育関係施設へ申し

込みができます。なお、入所選考は前橋市民を優先しています。 

  ● 条件（３号認定）保護者のいずれかの勤務先が前橋市内にある 

（２号認定）保護者のいずれかの勤務先又は実家が前橋市内にある 

※２・３号ともに保育を必要とする要件は就労に限ります。 

● 申込先    住民票がある自治体の保育関係施設入所担当窓口 

● 申込締切   令和7年４月１日入所希望の方：令和7年１月１５日までに前橋市こども施設課 
必着 

令和7年５月以降入所希望の方：入所希望月の前月１５日までに前橋市こども施設
課必着 

（ただし、前月１５日が土日祝日の場合は、その前営業日） 

● 提出書類  住民票がある自治体の保育関係施設入所担当窓口に確認してください。 

③ 前橋市へ転入予定のある方 

  入所希望月の１日までに転入手続きが完了することを前提に、前橋市民として申し込みをすることが
できます。この場合、選考は前橋市民と同等に行います。 

  申し込みはp.3【３】入所の申込スケジュール、p.5【４】申込手続きに必要な書類を参照してくださ
い。 

７ 管外保育 
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【１】保育料の算定 

保育関係施設を利用する児童の父母（生計の中心が同居の祖父母等の場合は祖父母等も含む）の市民税所得

割の合計額により階層区分を決定し、階層区分に応じて金額が決定します。 

保育料一覧は、p.26を確認してください。 

なお、保育料の算定において、寄附金控除や住宅借入金等特別控除、配当控除等の税額控除の適用はありま

せん。 

① 令和７年度の保育料のうち、４月分から８月分までは令和６年度の市民税所得割額により、９月分

から３月分までは令和７年度の市民税所得割額により算定されます。 

② 市民税所得割額は、市民税・県民税納税通知書、市民税・県民税特別徴収税額決定・変更通知書又

は所得課税証明書で確認できます。 

③  令和６年度の市民税額については令和６年１月１日、令和７年度の市民税額については令和７年１

月１日、それぞれ住民登録が前橋市以外の方で、下記に該当する場合、税情報取得のため書類の提

出が必要となります。 

●  前橋市こども施設課へマイナンバーを提供されない方・・上記②のうちいずれかをご提出ください。  

   ●  上記期日に、海外で住民登録をしていた方・・・・・海外での収入がわかる書類をご提出ください。 

※書類の提出がないと、保育料の算定が正しくできず高く算定される場合があります。 

④ その他  

● 保育料の算定に必要な書類が生じた場合、提出を求めることがあります（所得課税証明、戸籍謄本等）。 

● 決定した保育料は、利用開始した月の中旬に保育関係施設を通じてお知らせします。 

前橋市外の保育関係施設を利用の場合は、ご自宅へ郵送します。 

● 保育料は、利用開始した日から保育関係施設に在籍している間は、月毎に納入していただきます。 

なお、欠席や慣らし保育期間中も正規の保育料がかかります。 

● 児童の疾病・ケガで月全体にわたって登所できない場合には、減免を受けられる場合があります。

速やかに保育関係施設長に申し出てください（詳細はp.１７「１０ その他 ２」に記載）。 

● 預かり保育や延長保育を利用される場合は、別途延長保育料が必要となる場合があります。 

● 以下の場合には保育料が変更になることがあります。必要書類を前橋市こども施設課へ提出してください。

ただし、令和７年度中（令和８年３月末まで）に提出されませんと変更できません。 

表８ 

保育料が変更になる場合 提出書類 

令和６年度又は令和７年度の市民税額に変更があった場合 変更後の税額が確認できる書類 

離婚・婚姻等で世帯が変わった場合 
住所等変更届、離婚又は婚姻日が分
かる公的書類 

離婚調停が開始した場合 期日通知書、事件係属証明書 

生活保護世帯となった場合 生活保護受給票の写し 

世帯の市民税所得割額の合計額が 77,101 円未満で、障害者扶養世帯の場合  障害者手帳等の写し 

８ 保育料 

- 12 -



 

【２】幼児教育・保育の無償化 

教育認定（１号認定）の児童、保育認定（２号認定）の３歳児以上クラスの児童、市民税非課税世帯

の０歳児クラスから２歳児クラスまでの児童（３号認定）は、幼稚園・保育所（園）・認定こども園な

どの保育料が無償化されます（表９参照）。なお、保護者から実費で徴収している費用（通園送迎費、

食材料費(副食費)、行事費など）については、無償化後も引き続き保護者にご負担いただきます。 

※副食費の免除・・・世帯の市民税所得割額が１号認定：７７，１０１円未満、２号認定：５７，７

００円未満の場合は免除になります。 

 

表９ 幼児教育・保育の無償化の対象範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３】保育料及び副食費の多子軽減・第３子以後の保育料等の無料化 

認定区分や世帯の市民税所得割額の合計に応じて、下記の条件を満たす第2子以降の保育料及び副食費

は、多子軽減が適用されます。 

 

① 保育料及び副食費の多子軽減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※生計を一にする世帯から２人以上の未就学児童が保育認定で入所（園）している場合、２人目の児

童に係る保育料はp.26の（ ）の金額、３人目以後の児童については０円とします。小学生以上の

きょうだいはカウントに含みませんのでご了承ください。ただし、世帯の市民税所得割額が５７，

７００円未満の場合は、小学生以上のきょうだいもカウントに含みます。 

保育認定（2号、3号）の 

児童が在園している場合 

０歳 

(6歳で迎える3/31)

　保育料

3歳未満児（0～2歳児）クラス 3歳児以上児クラス

2歳 満3歳 3歳

全世帯

1号認定
住民税課税世帯

住民税非課税世帯

(3歳の誕生日)
入所（園）　 小学校入学前

(3歳で迎える3/31)

教育認定（１号）の 

児童が在園している場合 

（3歳で迎える3/31） 

3歳 

 

が無償化範囲です 

第１子 第２子 第３子以後 

第１子 第２子 第３子以後 

（6歳で迎える3/31） 

小学校入学前 

 

(9歳で迎える3/31) 

小学校3年生 （例） 

(6歳で迎える3/31)

　保育料

3歳未満児（0～2歳児）クラス 3歳児以上児クラス

2歳 満3歳 3歳

全世帯

1号認定
住民税課税世帯

住民税非課税世帯

(3歳の誕生日)
入所（園）　 小学校入学前

(3歳で迎える3/31)

第１子 第２子 

※ 

※満３歳とは３歳の誕生日の前日を指します。 

 

（満３歳児） 
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② 第３子以後の保育料等の無料化 

第３子以後の保育料等の無料申請書を提出し、無償化の条件に合致することで    部分 

の保育料・副食費の保護者負担が軽減されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●無料化の条件 

  ア 該当児童が第３子以後であること。 

 イ 対象児童と保護者の住民登録が前橋市内にあること。 

 ウ 同一世帯でこどもを３人以上扶養していること。 

 エ 保育料及び副食費を滞納していないこと。 

 オ 住民税の申告をしており、課税情報の確認ができること。 

●提出書類・・・第３子以後の保育料等無料化申請書 

●提出先・・・・利用する保育関係施設 又は 前橋市こども施設課（郵送可） 

        ※前橋市外の保育関係施設を利用の場合は前橋市こども施設課へ提出してください 

●その他・・・・前橋市内の公立保育所以外の保育関係施設を利用している児童（本人・きょうだい

含む）がいる場合は、「施設記入欄」に保育料や副食費の未納がないことの証明をもら

ってから提出してください。令和７年度分は、令和７年度中（令和８年３月末まで）

に申請書が提出されないと適用できません。 

申請は毎年度必要です。 

 

【４】幼稚園等に通っている世帯の保育料軽減 

保育関係施設を同時利用している世帯と同様に、上の子が幼稚園・児童発達支援施設等に通っており、下

の子が保育関係施設を利用する世帯についても、保育料が軽減されます。 

① 提出書類・・・幼稚園等に入園している証明書 

           ※上の子が通っている幼稚園等で証明をもらってから提出してください。 

           ※上の子が認定こども園に通っている場合は、提出は不要です。 

② 提出先・・・・下の子が利用する保育関係施設又は前橋市こども施設課（郵送可） 

※前橋市外の保育関係施設を利用の場合は前橋市こども施設課へ提出してください。 

③ その他・・・・申請がない場合には保育料軽減されません。 

※証明書が令和７年度中（令和８年３月末まで）に提出されないと適用できません。 

 

同一世帯で扶養してい

るこどもが 3 人以上い

る（同居していなくても

扶養されていれば可） 

０歳 扶養の範囲内まで 

第４子 第２子 第１子 

第４子 

第３子 

第２子 第３子 第１子 

6歳で迎える3/31 

小学校入学前 

 

（例） 
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【５】ひとり親世帯等の保育料の軽減 

ひとり親世帯及び障害者扶養世帯は、世帯の市民税所得割額の合計額が一定以下の場合、認定区分に

関わらず、下記のとおり保育料の軽減があります。 

保育料は、基本的に児童の父母の市民税所得割額の合計額により算定されます。ただし、年収（給与収入

に加え、児童手当、児童扶養手当等の収入を含む）が１００万円未満の世帯の場合、生計の中心が同居の祖

父母と判断し、同居の祖父母の市民税所得割額も保育料算定に含まれます。 
 

●Ｂ階層（市民税非課税）世帯・・・・・・・・・・・０円 

●Ｃ階層、Ｄ階層のうち所得割額７７，１０１円未満の世帯・・・第１子は１，８００円、第２子は０円 

  ※階層区分はp26「保育料表」を参照してください。 

 

【６】保育料の納入 

●認定こども園 

利用する施設に直接納入していただきます。 

※納入方法や期限は各施設によって異なります。詳しくは各施設にご確認ください。 

●保育所（園） 

保育料の納入は、原則として口座振替をお願いします。 

 
① 口座振替を希望する預貯金口座のある金融機関等にて「前橋市税等口座振替依頼書」に必要事項

及び種目「保育所（園）保育料」に〇を記入の上、預貯金通帳と印鑑（届出印）を持参してお申し込

みください。口座振替取扱金融機関は、前橋市の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金

融機関並びにゆうちょ銀行です。 

     ※「前橋市税等口座振替依頼書」は、市内の金融機関にあります。 

 

②  「前橋市税等口座振替依頼書」は、兄弟姉妹が複数人同時に利用する場合（別々の保育関係施設を              

利用する場合を含む）、利用児童全員の氏名、保育関係施設名を記入し、１部のみ金融機関等へ提出

してください。 

兄弟姉妹が既に保育関係施設を利用していて（口座振替手続き済）、新規に兄弟姉妹が利用する場

合は、新たに口座振替の手続きをする必要はありません。 

 

③  保育料の納入期限（口座振替日）は各月末日とし、末日が金融機関等の休業日の場合は、翌営業日    

となります。納期限までに納付されないと延滞金が発生しますので、納期までに納めてください。 

 

④ 納期限までに完納されない場合は、督促状や催告書の送付のほか、児童の扶養義務者の勤務先な

どに照会を行ったうえで地方税法の滞納処分の例により給与・預貯金・不動産などの財産差押え等

の滞納処分を受けることになります。 

 

⑤  口座振替不能（残高不足等の理由）の場合は、納入期限の約２０日後にご自宅へ督促状を送付します。 

コンビニエンスストアや金融機関にて現金で納入してください。 

 

⑥  口座振替の金融機関や口座の変更を希望する場合は、変更を希望する金融機関へ新たに「前橋市

税等口座振替依頼書」を提出し、申込手続きをとってください。 
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Ｑ 一次募集に間に合わなかったのですが、追加で募集はありますか？ 
 

Ａ 一次募集で定員に満たない保育関係施設に限り、１月６日（月）～１月１５日（水）の期間で二次募集を

行います。二次募集を行う施設については、１２月下旬頃、前橋市のホームページや前橋市こども施設課の

窓口で公表する予定ですので、ご確認ください。 

  なお、１０月１６（水）～翌１月５日（日）の間は、一次募集の審査期間のため、新年度の申し込みはで

きませんのでご注意ください。 

 

Ｑ 保育関係施設を変更したいのですが、転所は可能ですか？ 
 

Ａ 令和７年４月１日から転所を希望される場合、p.4 ②令和７年４月１日から転所希望の方 

を参照ください。 

 年度途中での転所（園）を希望される場合、p.4 ③令和７年５月１日以降の途中入所・転所希望の方

を参照ください。 

 

Ｑ 保育関係施設に入所するためには、就労証明書が必須ですか？ 
 

Ａ 保育所（園）、認定こども園の保育部分（２、３号認定）は、家庭で保育ができない場合に認定を受けて

入所することができます。そのため、保育の必要性を証明する書類が必要となります。仕事のために保育関

係施設利用を希望される場合は、申し込み時に就労証明書をご提出ください。また、病気や介護等で保育関

係施設の入所を希望される場合は、診断書や手帳の写し等を添付してください。 

  募集期間内に就労証明書が提出できない場合は、申込書に記入されている就労状況等の内容は審査に反

映できませんので、特にご注意ください。また、募集期間終了後に就労条件に変更があっても、変更後の条

件では審査できませんのでご注意ください。（p.6表４『保育の必要性を証明する書類』） 

 

Ｑ 現在育児休業をとっていますが、保育関係施設の申し込みはいつしたら良いのですか？ 
 

Ａ 育児休業を取得されている方は、４月１日以外の入所希望でも、一次募集等で申し込みをすることができ

ます（p.4参照）。ただし、申込書には育休又は産休の復職日が明記された就労証明書を添付していただく

必要があります。育児休業を取得されている場合、入所希望日での年齢が施設の最小受入年齢を満たしてい

れば、慣らし保育期間として復職日の最大１か月前までであれば前倒して入所希望日とすることができま

す。なお、一次募集、二次募集で審査の結果入所が内定した場合、内定通知書により結果をお知らせします

が、入所の可否についての正式な決定連絡は、入所内定月の前月上旬となります。 

 

Ｑ 二次募集以降で、募集を行っていない保育関係施設に申し込みをしたいのですが、可能ですか？ 
 
Ａ 申込時に、定員に空きの無い保育関係施設には、お申し込みできません。ただし、その保育関係施設で待

機したいという場合には令和７年４月１日以降に申し込みができます。 

   

Ｑ 一次募集で保育関係施設の入所が決定しましたが、別の施設を希望することは可能ですか？  
 
Ａ p.7【５】申し込みの際の注意点 ●希望の保育関係施設を変更する場合を参照ください。 

 

Ｑ 母子家庭又は父子家庭の保育料は無料になりますか？ 
 

Ａ 保育料は、世帯の市民税所得割額の合計から算定しますので、市民税所得割額がある世帯は、母子家庭又

は父子家庭でも保育料を負担していただく場合があります。 

9 Ｑ＆Ａ 
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Ｑ 育児休業明け復職のため月途中での入所なのですが、保育料は１か月分（満額）かかりますか？ 
 
Ａ 育児休業明け復職のため月の途中で入所される方の保育料は、日割り計算となります。 

 

Ｑ 保育料を滞納してしまった場合、どうなりますか？ 
 
Ａ 保育料が滞納となった場合は、以下の手続きの対象となります。保育料は、納期限までに納付してください。 

※ 納期限までに完納されない場合には、延滞金が加算されます。 

（１）自宅に、督促状・催告書を郵送します。 

（２）前橋市こども施設課職員が自宅や勤務先に電話・訪問します。（休日・夜間を含みます。） 

（３）前橋市こども施設課職員が児童の迎え時間に合わせて、保育関係施設に催告のため伺います。 

（４）勤務先に給与の支払状況等の調査を行います。 

（５）財産を差押えます。 

 

Ｑ 保育関係施設に入所できなかったので、入所保留通知書が欲しいのですが、どのようにし

たらもらえますか？ 
 
Ａ 一次募集や二次募集で申し込みをした場合、審査の結果入所保留となった方全員に、入所保留通知書を送

付しています。また、年度途中で申し込みをした途中入所の方が審査の結果入所保留となった場合は、希望

する方に入所保留通知書を送付しています。ご希望の方は、前橋市こども施設課までお問い合わせくださ

い。 

 
Ｑ 申し込みの締め切りが過ぎてしまいましたが、入所保留通知書は発行してもらえますか？  

Ａ 入所希望月の締め切りを過ぎてしまった場合、入所保留通知書の発行はできません。 
 
 
 
 
 
１ 産後休暇及び育児休業を合わせて２年を超えて取得する場合、既に認定され入所している児童（出産の

理由により、期間限定で入所している場合は除きます）につきましては、育児休業の対象となる児童（復

職せずに続けて産休・育休に入る場合は、当初の産休・育休対象児童）が２歳となる月の月末で退所とな

ります。また、育児休業取得期間中に兄弟姉妹の新規入所はできませんのでご注意ください。 
 

２ 入所児童の疾病・ケガで月全体にわたって登所できない場合には、「休所申請書」に医師の診断書を添付

して提出してください。許可された場合は、該当月の保育料が免除されます。ただし、公私立保育所（園）

のみが該当になります。休所は月の全部にわたる１か月が限度となり、年度中１度しか適用できません。 

認定こども園における対応については、各施設にご確認ください。 

 

３ 入所当初は、お子さんの集団生活への適応のため、通常の保育時間よりも短い保育（慣らし保育）を行う

場合があります。また、その期間中も通常の保育料がかかります。 

 

４ 給食について、３歳未満児へは主食とおかずが提供されます。３歳以上児になると、おかずのみの提供と

なり、主食は家庭から持参していただきます。ただし、３歳以上児への主食提供を実施している保育関係施

設もありますので、各保育関係施設へお問い合わせください。 

10 その他 
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相
愛
館

ふ
た
ば
こ
ど
も
園

い
し
い
幼
稚
園

利 根 川

1
7

5
0

上
武
道
路

上
毛
電
鉄

関 越 自 動 車 道

北
関
東
自
動
車
道

群 馬 総 社

新
前
橋

井
野

前
橋
大
島

駒
形

伊
勢
崎

粕
川
幼
稚
園

明
和
幼
稚
園

江
木
幼
稚
園

慈
照
幼
稚
園

い
ず
み
幼
稚
園

こ
ま
が
た
幼
稚
園

山
王
幼
稚
園

元
総
社
幼
稚
園

清
心
幼
稚
園

第
二
あ
さ
ひ
幼
稚
園

し
ょ
う
び
第
一
幼
稚
園

明
星
幼
稚
園

桃
瀬
幼
稚
園

し
ょ
う
び
第
二
幼
稚
園

前
橋
市

認
定
こ
ど
も
園

所
在
図

令
和
7
年
4
月
予
定

粕
川
支
所

大
胡
支
所

宮
城
支
所

赤
城
育
心
こ
ど
も
園

二
之
宮
保
育
園

あ
お
ぞ
ら
北

あ
お
ぞ
ら
総
社

ろ
っ
く
ひ
よ
こ

プ
リ
ス
ク
ー
ル

も
も
の
き

富
士
見
支
所

共
愛
学
園
こ
ど
も
園

た
ち
ば
な

駒
形
こ
ど
も
園

お
り
ー
ぶ
の
森

ぽ
ら
り
す
こ
ど
も
園

静
和
幼
稚
園

鈴
蘭
幼
稚
園

あ
さ
ひ
幼
稚
園

二
子
山
幼
稚
園

大
胡
第
2
こ
ど
も
園

ひ
ま
わ
り
こ
ど
も
園

Ｓ
ｕ
ｒｕ
Ｓ
ｕ
祝
昌
こ
ど
も
園

ポ
ケ
ッ
ト
幼
稚
園

大
利
根
育
英
幼
稚
園

県
庁

敷
島
幼
稚
園

1
7

富
士
見
幼
稚
園

わ
か
く
さ
幼
稚
園

木
の
実
幼
稚
園

市
役
所

ま
え
ば
し
こ
ど
も
園

Ｓ
ｕ
ｒｕ
Ｓ
ｕ
上
陽
こ
ど
も
園

あ
お
い
こ
ど
も
園

清
華
幼
稚
園

元
景
幼
稚
園

ひ
ろ
せ
幼
稚
園

大
手
町
く
り
の
木
保
育
園

前
橋

大
胡
第
3
こ
ど
も
園

し
ゃ
か
第
二
こ
ど
も
園

大
利
根
育
英
幼
稚
園
分
園

朝
日
が
丘
こ
ど
も
園

上
細
井
保
育
園

ト
キ
ワ
保
育
園
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前橋市保育所（園）一覧

1

2 　満と記載の施設は、記載の月齢・年齢を迎えた翌月の１日から入所希望日とすることができます。

があります。

3

4

5

6

7

8

9

本庁管内地区周辺

区分 保育所(園）名
住所

電話番号
設置者 定員 最小受入年齢

3歳

未満児

施設
開所時間

休日
保育

一時
預かり

地域
子育て

私立 岩神保育園
岩神町二丁目5-12

２３１-１６９６
社会福祉法人
上毛愛隣社

140 満６か月 ７：００～１９：００ ○ ○

私立 めぐみ保育園
岩神町二丁目5-10

２３３-５７７３
社会福祉法人
上毛愛隣社

70 産休明 ○ ７：００～１９：００ ○

私立 きりのこ保育園
国領町二丁目22-7

２３３-２７８７
社会福祉法人

あおぎり会
90 満５か月 ７：００～１９：００

公立 第一保育所
日吉町一丁目11-7

２３１-５２８６
前橋市 100 満１歳 ７：４５～１８：３０

私立 長昌寺保育園
大手町一丁目3-5

２２４-７８８８
社会福祉法人

栗ノ木会
40 産休明 ○ ７：００～１９：００

私立 前橋東保育園
文京町四丁目9-13

２２１-５００１
社会福祉法人

大宝会
90 満６か月 ７：３０～１９：００ ○

公立 六供保育所　※
六供町一丁目24-1

２23-9251
前橋市 150 満１歳 ７：４５～１８：３０

※「六供保育所」は、「第二保育所」と「第三保育所」を統合移転した施設です。

  なお、延長保育については、別途延長保育料などがかかる場合があります。

　　※利用者多数の場合や保育園で行事等がある場合は、利用できないことがあります。

（３）時間は8：30～16：30までの間の8時間です。

（１）日曜・祝日に仕事の都合等で、保護者が児童を保育できないとき、保育を実施する制度です。

現在、前橋市には次の認可保育所（園）があります。

  保育時間の詳細につきましては、保育所（園）にお問い合わせください。

　延長保育を希望される方は、公立保育所の場合には、「延長保育申込書」に記入のうえ、

こども施設課又は保育所に提出してください。私立保育園の場合は、保育園に申し出てください。

  また、入所当初は児童が生活に慣れるまで、保育時間は短縮（慣らし保育）されます。

　産休明けとは、生後８週間を経過した乳児のことです。

（２）認可保育所（園）への在籍が必要です。在籍している保育所（園）を通じてお申し込みください。

　休日保育を実施している保育園もあります。
 

（４）利用料について、原則保護者負担はありませんが、詳細は各園にお問い合わせください。

　ただし、産休・育休明けで復職予定の方は、復職日によっては記載の週齢・月齢・年齢を迎えた日を入所希望日とできる場合

　第二保育所は、令和7年度以降の新規の入所を停止します。

　各施設の定員については令和７年４月の予定数です。

　一時預かりの○印は、一時預かり事業実施保育施設です。

　料金、申し込み方法、最小受入年齢等は各保育施設に確認してください。

　ご希望の際は、各実施保育施設にお問い合わせのうえ直接お申込みください。
　

ことにより、子育てを支援するものです。詳細は各実施保育所（園）へお問い合わせください。

　地域子育て支援拠点事業とは、子育て家庭における育児不安解消のため、保育所（園）を活用し、相談・指導等を実施する

　地域子育ての○印は、地域子育て支援拠点事業実施保育所（園）です。

　一時預かり事業とは、主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない又は在籍していない乳幼児を対象に、最大で
　

週３日程度又は月１４日程度の期間で保育する制度です。

　※利用者多数の場合、利用できないことがあります。
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芳賀・桂萱・南橘・富士見地区周辺

区分 保育所(園）名
住所
電話番号

設置者 定員 最小受入年齢

3歳

未満児

施設
開所時間

休日
保育

一時
預かり

地域
子育て

私立芳賀南保育園
端気町335-2
２６９-７５６８

社会福祉法人
芳善会

90 産休明 ７：００～１９：００

公立芳賀保育所
鳥取町821-1
２６９-８７２１

前橋市 90 満１歳 ７：４５～１８：３０

公立桂萱保育所
上泉町1475-1
２６９-７８６５

前橋市 90 満１歳 ７：４５～１８：３０

私立愛泉保育園
江木町518
２６８-３４２３

社会福祉法人
しののめ会

100 産休明 ７：００～１９：００ ○

公立細井保育所
上細井町2006-4
２３１-７７０７

前橋市 110 満１歳 ７：４５～１８：３０

私立 はと保育園
上小出町一丁目15-4

２３２-１２８２
社会福祉法人
はとの会

90 産休明 ７：００～１９：００

私立第二はと保育園
上細井町1212-1
２３３-０９０８

社会福祉法人
はとの会

90 産休明 ７：００～１９：００

公立南橘保育所
荒牧町一丁目14-3
２３１-９６６６

前橋市 160 満１歳 ７：４５～１８：３０

公立富士見保育所
富士見町小沢117-1
２８８-２００５

前橋市 170 満10か月 ７：３０～１９：３０

上川淵・下川淵地区周辺

区分 保育所(園）名
住所
電話番号

設置者 定員 最小受入年齢

3歳

未満児

施設
開所時間

休日
保育

一時
預かり

地域
子育て

公立上川淵保育所　※
上佐鳥町396-3
２６５-０９０４

前橋市 110 満１歳 ７：４５～１８：３０

私立 あゆみ保育園
朝倉町861-1
２６５-３３２２

社会福祉法人
あゆみ会

120 産休明 ７：００～１９：００ ○

公立広瀬保育所　※
広瀬町一丁目27-3
２６１-１７２４

前橋市 110 満１歳 ７：４５～１８：３０

公立下川淵保育所
鶴光路町68-2
２６５-０９４５

前橋市 120 満１歳 ７：４５～１８：３０

永明・城南地区周辺

区分 保育所(園）名
住所

　電話番号
設置者 定員 最小受入年齢

3歳

未満児

施設
開所時間

休日
保育

一時
預かり

地域
子育て

私立永明保育園
上大島町860
２６３-８１１０

社会福祉法人
浄土福祉会

120 産休明 ７：００～１９：００

公立荒砥保育所
荒子町1019-2
２６８-２５２５

前橋市 100 満１歳 ７：４５～１８：３０

※　「上川淵保育所」と「広瀬保育所」は、令和11年度から統合移転する予定です。

　　詳しくは、こども施設課（電話：027-220-5706）までお問い合わせください。
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東・元総社・総社・清里地区周辺

区分 保育所(園）名
住所

電話番号
設置者 定員 最小受入年齢

3歳

未満児

施設
開所時間

休日
保育

一時
預かり

地域
子育て

公立東保育所
箱田町618
２５１-４８６６

前橋市 150 満１歳 ７：４５～１８：３０

私立 しゃか保育園
元総社町2502-2
２５５-１４２２

社会福祉法人
菊水会

30 産休明 ○ ７：3０～１９：００ ○

公立元総社保育所
元総社町一丁目25-8

２５１-２６５８
前橋市 90 満１歳 ７：４５～１８：３０

私立石倉保育園
石倉町二丁目11-3
２５１-５６５７

社会福祉法人
しののめ会

120 産休明 ７：００～１９：００

私立中央大橋保育園
石倉町五丁目21-5
２５２-３６３７

社会福祉法人
中央大橋福祉会

80 産休明 ７：００～１９：００ ○ ○

私立総社保育園
総社町総社1596
２５１-６６５１

社会福祉法人
照隅会

80 満１歳２か月 ７：４５～１８：４５ ○

私立宝塔保育園
総社町総社1596-1
２８９-６４０３

社会福祉法人
照隅会

45 産休明 ○ ７：４５～１８：４５

公立清里保育所
清野町417
２５１-９３１５

前橋市 60 満１歳 ７：４５～１８：３０

大胡・宮城・粕川地区周辺

区分 保育所(園）名
住所

電話番号
設置者 定員 最小受入年齢

3歳

未満児

施設
開所時間

休日
保育

一時
預かり

地域
子育て

私立おおどり保育園
茂木町183-1
２８３-２２９９

社会福祉法人
おおどり会

55 満６週 ７：００～１９：００

私立大胡第一保育園
茂木町23-32
２８３-２２２６

社会福祉法人
清香会

70 産休明 ７：００～１９：００ ○

公立粕川保育所
粕川町新屋688-1
２８５-２１０７

前橋市 90 満６か月 ７：３０～１８：３０ ○

- 22 -



前橋市認定こども園一覧

 前橋市の認定こども園（移行予定含む）です。

1 　産休明とは、生後８週間を経過した乳児のことです。

2 　満と記載の施設は、記載の週齢・月齢・年齢を迎えた翌月の１日から入所希望日とすることができます。

ただし、産休・育休明けで復職予定の方は、復職日によっては記載の週齢・月齢・年齢を迎えた日を入所希望日とできる場合

があります。

3 　２歳クラスは、令和４年４月２日から令和５年４月１日までに生まれた児童が対象です。

　１歳クラスは、令和５年４月２日から令和６年４月１日までに生まれた児童が対象です。

4

5

6

7

8

9

10

11

本庁管内地区周辺

区分 施設名
住所

電話番号
設置者

１号
定員

２・３号

定員
最小受入年齢 開所時間

休日
保育

一時
預かり

地域
子育て

私立 まえばしこども園
平和町一丁目2-7

２３１-３００３
社会福祉法人
上毛愛隣社

15 120 産休明 ７：００～１９：００ ○

私立 相愛館
日吉町二丁目27-28

２３１-７１０２
社会福祉法人

徳育会
15 110 満８か月 ７：００～１８：３０ ○

私立 あおいこども園
朝日町三丁目21-11-1

２１２-４６７０
社会福祉法人

あおい会
15 120 産休明 ７：００～１９：００ ○

私立
大手町くりの木
保育園

大手町二丁目16-1
２２４-７５５６

社会福祉法人
栗ノ木会

15 225 産休明 ７：００～１９：００

私立 静和幼稚園　
文京町一丁目29-18

２２１-７４５２
学校法人
小林学園

105 105 ２歳クラス ７：３０～１８：３０ ○

私立 しょうび第一幼稚園
城東町一丁目2-7

２３１-１７２８
学校法人
裳美学園

35 20 満３歳 ７：３０～１８：３０

私立 清心幼稚園
大手町三丁目1-21

２３１-２４１５
学校法人
清心学園

15 80 満１歳 ７：３０～１９：００ ○

私立 明星幼稚園
南町一丁目21-28

２２３-０８０４
学校法人
冷泉学園

150 30 満２歳 ７：３０～１８：３０

  保育時間の詳細につきましては、各園にお問い合わせください。

  また、入所当初は児童が生活に慣れるまで、保育時間は短縮（慣らし保育）されます。

　延長保育を希望される方は、入園している認定こども園に申し出てください。

  なお、延長保育については、別途延長保育料などがかかる場合があります。

　一時預かりの○印は、一時預かり事業実施保育施設です。

　休日保育を実施している認定こども園もあります。

（１）日曜・祝日に仕事の都合等で、保護者が児童を保育できないとき、保育を実施する制度です。

（２）認可保育所（園）への在籍が必要です。在籍している保育所（園）を通じてお申し込みください。

（３）時間は8：30～16：30までの間の8時間です。

（４）利用料について、原則保護者負担はありませんが、詳細は各園にお問い合わせください。

※利用者多数の場合や保育園で行事等がある場合は、利用できないことがあります。

　各施設の定員については令和7年４月予定数です。

　一時預かり事業とは、主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない又は在籍していない乳幼児を対象に、最大で

　ご希望の際は、各実施保育施設にお問い合わせのうえ直接お申込みください。

　料金、申し込み方法、最小受入年齢等は各保育施設に確認してください。

※利用者多数の場合、利用できないことがあります。

　最小受入年齢は２･３号の保育機能の受入年齢になります。

１号の教育機能については各園にお問い合わせください。

　地域子育ての○印は、地域子育て支援拠点事業実施保育施設です。

　地域子育て支援拠点事業とは、子育て家庭における育児不安解消のため、保育施設を活用し、相談・指導等を実施すること

（１ページの「２ 保育の必要性の認定について」を参照ください。）

　１号は教育機能（幼稚園として）の利用者、２・３号は保育機能（保育園として）の利用者です。

により、子育てを支援するものです。詳細は各実施保育施設へお問い合わせください。

週３日程度又は月１４日程度の期間で保育する制度です。
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芳賀・桂萱・南橘・富士見地区周辺

区分 施設名
住所

電話番号
設置者

１号
定員

２・３号

定員
最小受入年齢 開所時間

休日
保育

一時
預かり

地域
子育て

私立 ふたばこども園
五代町1301-3

２６９-２０８５
社会福祉法人

ふたば会
15 80 産休明 ７：００～１９：００ ○

私立 もものき
上沖町731-4
２３２-７０００

社会福祉法人
桃木会

15 90 満６か月 ７：００～１８：３０

私立 あおぞら北
関根町三丁目6-1

２３３-２１４４
社会福祉法人

清栄会
15 185 満５か月 ７：００～１９：００ ○ ○

私立 ぽらりすこども園　
富士見町原之郷1268

２３０-５３３５
社会福祉法人

一真会
15 120 満10か月 ７：3０～１９：3０ ○ ○

私立 明和幼稚園
勝沢町282
２６９-７０４１

学校法人
平方学園

100 190 満10か月 ７：３０～１９：００ ○

私立 わかくさ幼稚園
嶺町1365-5
２６４-０６００

学校法人
森本学園

30 60 満10か月 ７：３０～１９：００

私立 あさひ幼稚園　
東片貝町1061-1

２６１-７７３１
学校法人
ひろし学園

40 70 １歳クラス ７：００～１９：００

私立 第二あさひ幼稚園
三俣町二丁目10-3

２３２-２０８０
学校法人
ひろし学園

85 115 １歳クラス 8：００～１９：００

私立 桃瀬幼稚園
西片貝町四丁目16-2

２４３-５９７７
学校法人
斎藤学園

100 165 １歳クラス ７：００～１8：００

私立 江木幼稚園
堤町537-11
２６９-０８０９

園長
太田 きみ子

60 50 １歳クラス ７：３０～１８：３０

私立 敷島幼稚園
川原町二丁目２４-１

２３１-８４９４
学校法人

第二永井学園
110 50 満１歳６か月 ７：３０～１８：３０

私立 上細井保育園　※
上細井町13８-１

２３４-１７１１
社会福祉法人

芙蓉会
15 65 満５か月 ７：００～１８：３０

私立 いしい幼稚園
富士見町石井896-1

２８８-３５３１
学校法人
関口学園

25 90 満10か月 ７：３０～１８：３０

私立 富士見幼稚園
富士見町時沢2120-8

２８８-５９９５
学校法人
柳学園

30 60 満２歳 ７：45～１８：45 ○

私立 ポケット幼稚園　
富士見町米野1305-1

２８８‐３５３５
学校法人
恵光学園

30 110 満10か月 ７：15～１８：45

上川淵・下川淵地区周辺

区分 施設名
住所

電話番号
設置者

１号
定員

２・３号

定員
最小受入年齢 開所時間

休日
保育

一時
預かり

地域
子育て

私立 おりーぶの森
朝倉町138-1
２６５-１９１２

社会福祉法人
若宮会

15 125 産休明 ７：００～１９：００ ○

私立 ＳｕｒｕＳｕ上陽こども園
西善町598-2
２６６-１４９３

社会福祉法人
養心会

15 170 産休明 ７：００～１９：００ ○ ○

私立 二子山幼稚園　
朝倉町一丁目3-7

２６３-２２３３
学校法人

いまい学園
75 110 満６か月 ７：３０～１８：３０ ○

私立 ＳｕｒｕＳｕ祝昌こども園
公田町556-1
２６５‐３６１１

社会福祉法人
養心会

15 70 産休明 ７：００～１９：００ ○

私立 山王幼稚園
山王町二丁目9-5

２６６-５１２０
学校法人

たちばな学園
155 170 満６か月 ７：００～１９：００ ○

私立 しょうび第二幼稚園
新堀町1040
２６５-３５９６

学校法人
裳美学園

105 110 満１歳 ７：３０～１８：３０

私立 ひろせ幼稚園
広瀬町三丁目32-1

２６３-１５７１
学校法人
永井学園

37 103 満６か月 ７：３０～１８：３０ ○

私立
ろっくひよこ
プリスクール

上佐鳥町538-3
２１２-２１４５

社会福祉法人
伸晃会

15 170 満10か月 ７：００～１９：００

※上細井保育園は、令和７年度に認定こども園へ移行予定です。
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永明・城南地区周辺

区分 施設名
住所

電話番号
設置者

１号
定員

２・３号

定員
最小受入年齢 開所時間

休日
保育

一時
預かり

地域
子育て

私立 二之宮保育園
二之宮町1810-1

２６８-３６２０
社会福祉法人
大乗福祉会

15 255 産休明 ７：００～１９：００ ○ ○

私立 たちばな
下大島町1055-93

２６６-７００７
社会福祉法人

たちばな会
15 90 産休明 ７：００～１９：００ ○

私立 駒形こども園　
駒形町410-3
２６６-４５８７

社会福祉法人
若駒会

15 140 満３か月 ７：００～１９：００ ○

私立 共愛学園こども園 
小屋原町1121-2

２６６-１０１０
学校法人
共愛学園

35 225 産休明 ７：００～１９：００ ○ ○

私立 いずみ幼稚園
女屋町1094-5

２６１-０５５３
学校法人

スジャータ学園
25 120 満10か月 ７：３０～１８：３０ ○

私立 こまがた幼稚園
駒形町807-1
２６６-２３３５

学校法人
駒形学園

75 160 満６か月 ７：15～１８：45

私立 慈照幼稚園
二之宮町1812-7

２６８-２５５７
学校法人
大乗学園

120 140 満６か月 ７：００～１９：００ ○

私立 清華幼稚園
東大室町929-1

２６８-１９９２
学校法人

東大室学園
62 40 満１歳 ７：３０～１９：００

東・元総社・総社・清里地区周辺

区分 施設名
住所

電話番号
設置者

１号
定員

２・３号

定員
最小受入年齢 開所時間

休日
保育

一時
預かり

地域
子育て

私立 あおぞら総社
総社町植野511-1

２５１-５４２８
社会福祉法人

清栄会
25 175 満５か月 ７：００～１９：００ ○ ○

私立 しゃか第二こども園　
元総社町2497-2

２５３-２６５３
社会福祉法人

菊水会
15 55 満２歳 ７：3０～１９：００ 〇

私立 大利根育英幼稚園
川曲町529-1
２５３-５４６０

学校法人
中村学園

120 230 満10か月 ７：3０～１９：００

私立
大利根育英幼稚園分園
朝日が丘こども園　※

朝日が丘町5-1
２２５－２２５０

学校法人
中村学園

15 71 満10か月 ７：３０～１９：００

私立 鈴蘭幼稚園
元総社町152
２５１-２１８０

学校法人
昌賢学園

75 20 満３歳 ７：３０～１９：００ ○

私立 元総社幼稚園
元総社町1372-1

２５１-２０７６
学校法人
花園学園

45 140 満６か月 ７：３０～１９：００ ○

私立 元景幼稚園
総社町植野142-1

２５３-２３７３
学校法人
春芳学園

30 84 １歳クラス ７：３０～１８：３０

私立 トキワ保育園　※
上新田町609-1

２５１-７４４５
社会福祉法人

吉弘会
15 135 産休明 ７：４５～１９：１５

大胡・宮城・粕川地区周辺

区分 施設名
住所

電話番号
設置者

１号
定員

２・３号

定員
最小受入年齢 開所時間

休日
保育

一時
預かり

地域
子育て

私立 大胡第２こども園
堀越町1397-2

２８３-６７７８
社会福祉法人

清香会
15 90 産休明 ７：００～１９：００ ○ ○

私立 大胡第３こども園　
樋越町701-2
２８４-００５５

社会福祉法人
清香会

15 120 産休明 ７：００～１９：００ 〇 〇

私立 赤城育心こども園
市之関町401
２８３-４１４８

社会福祉法人
育恵会

15 80 産休明 ７：2０～１８：5０ ○ ○

私立 粕川幼稚園　
粕川町女渕446-4

２８５-３３２６
学校法人
亀井学園

15 90 満10か月 ７：３０～１８：３０ 〇

私立 ひまわりこども園
粕川町女渕1058-1

２８５-５９２０
社会福祉法人
ぐんま福祉会

15 78 満６か月 ７：００～１９：００ ○

私立 木の実幼稚園
粕川町室沢261-1

２８５-４８３２
学校法人
一隅学園

35 60 満１歳３か月 ７：３０～１８：３０ ○

※大利根育英幼稚園分園朝日が丘こども園の利用は２歳クラスまでです。３歳クラスからは大利根育英幼稚園での利用となります。

（大利根育英幼稚園は満10か月から受け入れをしています。）

※トキワ保育園は、令和７年度に認定こども園へ移行予定です。
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令和７年度前橋市保育所（園）・認定こども園保育料表【保育認定（２号３号）の方】  

令和元年１０月から 

在籍入所児童の属する世帯の階層区分 保育料（月額） （単位：円） 

階

層

区

分 

市 民 税 等 に よ る 定 義 
３歳未満の児童 

（保育標準時間） 

３歳以上の児童 

（保育標準時間） 

３歳未満の児童 

（保育短時間） 

３歳以上の児童 

（保育短時間） 

Ａ 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に
よる被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国
残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住
帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の
自立の支援に関する法律（平成６年法律第３
０号）による支援給付受給世帯 

0 0 0 0 

Ｂ 
Ａ階層、Ｃ階層及びＤ階層を除く市民税

非課税世帯 
0 0 0 0 

Ｃ  

第 1 均等割のみの課税世帯 7,000 
(2,800) 

0 6,900 
(2,700) 

0 

第 2 
所得割の額が 

 24,300 円未満 

8,300 
(3,300) 0 

8,200 
(3,200) 0 

第 3 
24,300 円以上 

48,600 円未満 

8,800 
(3,500) 

0 
8,700 

(3,400) 
0 

Ｄ 

Ａ階層、

Ｂ階層を

除く市民

税の額が

次の区分

に該当す

る世帯 

 

第 1 
48,600 円以上 

52,200 円未満 

11,000 
(4,400) 0 

10,800 
(4,300) 0 

第 2 
52,200 円以上 

57,000 円未満 

12,500 
(5,000) 

0 
12,300 
(4,900) 

0 

第 3 
57,000 円以上 

64,200 円未満 

15,300 
(6,000) 0 

15,000 
(5,900) 0 

第 4 
64,200 円以上 

78,600 円未満 

21,100 
(7,700) 

0 
20,800 
(7,500) 

0 

第 5 
78,600 円以上 

97,000 円未満 

27,000 
(9,000) 0 

26,600 
(8,800) 0 

第 6 
97,000 円以上 

117,000 円未満 

33,500 
(11,600) 

0 
33,000 

(11,400) 
0 

第 7 
117,000 円以上

140,100 円未満 

37,400 
(13,100) 0 

36,800 
(12,900) 0 

第 8 
140,100 円以上 

155,700 円未満 

40,400 
(14,300) 

0 
39,800 

(14,100) 
0 

第 9 
155,700 円以上 

169,000 円未満 

42,700 
(15,200) 0 

42,100 
(14,900) 0 

第

10 

169,000 円以上

288,100 円未満 

45,200 
(16,200) 0 

44,500 
(15,900) 0 

第

11 
288,100 円以上 

46,800 
(16,900) 0 

46,100 
(16,600) 0 

生計を一にする世帯から２人以上の未就学児童が入所している場合、２人目の児童に係る保育料は（ ） 

内の金額となります。また、年度の途中で３歳になった児童は、その年度中は３歳未満の保育料が適用と 

なります。 

 （その他の保育料）  

① 保育短時間認定者の８時間以上１１時間未満の延長保育料について  

公立保育所は階層区分がＡ・Ｂ階層に該当する場合には０円、その他の階層に該当する場合は２,０００

（１,０００）円です。（１日を単位とする利用の場合は１回につき２００円です。）  

② １１時間以上利用の時間延長保育料について  

公立保育所は階層区分がＡ・Ｂ階層に該当する場合には０円、その他の階層に該当する場合は３,０００

（１,５００）円です。（１日を単位とする利用の場合は１回につき３００円です。）  

民間保育施設については、各施設にお問い合わせください。 
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【資料】 【令和７年度入所用　選考基準表】

※選考基準の算出においては、保護者一人につき上記一箇所の該当とし、複数の証明を添付の場合はいずれか指数の高いもののみの

加算とする。

月の就労時間４８時間以上６０時間未満 5

選考基準算出表

希望保育施設 氏名

住所 生年月日 年齢 歳

実施基準 保護者の状況 指数 父 母

月の就労時間９０時間以上１１０時間未満 7

月の就労時間６０時間以上９０時間未満 6

妊娠
出産

妊娠・出産

出産の予定日以前８週間（多胎妊娠の場合
にあっては１４週間）目に当たる日から出産
の予定日後８週間目に当たる日までの期間
である

10

7

月の就労時間９０時間以上１１０時間未満 6

月の就労時間６０時間以上９０時間未満 5

月の就労時間４８時間以上６０時間未満 4

自営協力者
農業

月の就労時間１５０時間以上 9労働

外勤
自営中心者

月の就労時間１５０時間以上 10

月の就労時間１３０時間以上１５０時間未満 9

内職 日々内職をしている 5

月の就労時間１３０時間以上１５０時間未満 8

月の就労時間１１０時間以上１３０時間未満

月の就労時間１１０時間以上１３０時間未満 8

疾病等

疾病

入院 おおむね１ヶ月以上の入院をしている 10

精神病等
精神性の病気等であると医師に診断されて
いる

8

一般療養
医師におおむね１ヶ月以上の加療（安静）が
必要とされている

6

常時臥床 おおむね１ヶ月以上常時臥床している 9

身体障害者手帳４級以下 6

心身障害
身体障害者手帳もしくは精神手帳も
しくは療育手帳を有する者または同
程度と医師に判断されている

身体障害者手帳２級以上及び精神手帳１～
３級及び療育手帳A

10

身体障害者手帳３級及び療育手帳Ｂ 8

心身障害児者の介護
心身障害児等の介護、通園、通院、通学等に
当たっている

8

家庭の災害等 家庭の災害等
火災・風水害等によって損なわれた居宅の
復旧等に当たっている

10

同居親族の
介護等

入院付添い
おおむね１ヶ月以上常に親族の入院付添い
に当たっている

9

寝たきり者の介護 常に寝たきりの親族の介護に当たっている 8

居宅内看護 親族の長期居宅療養等看護に当たっている 6

合計

その他

養育不適応 養育能力が無い 10

学校就学等 学校等に通学している 7

通信教育及び自宅学習
通信教育を受講している等の理由で、自宅
で常に学習をしている

5

就労先未定
就労する意思はあるが、就労先が決まってい
ない

3
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※１　重複しないこと。また、求職活動中、産前・産後、育児休業中の場合は除く。

※２　加点の対象となる乳児保育所は、長昌寺保育園・めぐみ保育園です。

選考基準調整表

希望保育施設 氏名

住所 生年月日 年齢 歳

調整指数 調整項目の状況 指数

児童の状況

きょうだいで同時申込 2

第三子以降の入所申込み 1

４月１日入所希望者優先 2

児童に障害がある 1

認可外保育施設に入所している※１ 1

企業内託児施設に保育を依頼している※１ 1

他人に保育を依頼している※１ 1

一時預かりを利用している※１ 1

保育所に入所している

乳児保育所を卒園したための転所※２ 5

その他の事由による転所（4月1日付け転所
の場合のみ）

2

兄弟姉妹の状況

兄弟姉妹が在所中の保育所（園）及び認定こど
も園（１号認定含む）に入所を希望している。
兄又は姉が乳児保育所を卒園し、別の保育所に
入所している場合でも、同じ乳児保育所の申込
であれば同様に扱う。

父又は母が別表第2で就労先未定に該当し
ていない

5

父又は母が別表第2で就労先未定に該当し
ている

2

転居若しくは勤務地変更のための転所（5月
1日付け以降の転所の場合のみ）

2

認定こども園に在園している１号認定こどもが２号認定こどもに変更を希望する。（現在在園し
ている園内での変更に限る）

3

離婚を前提に別居中である 12

父又は母が抑留中、若しくは拘禁中である 12

世帯の特殊事情
（重複しないこと）

両親がいない 15

児童が虐待を受けているまたはその恐れがある 14

DVの被害を受けているまたはその恐れがある 14

母子・父子家庭である 13

生活保護を受給している 13

合計

申込状況
一次募集で希望保育所すべてが入所保留となった児童があらためて二次募集でも入所申込
をしたとき

1

その他
公的な関係部署が要支援家庭と認め、特に保育の必要性が高い場合（関係部署からの意見
書の提出がある場合に限る）

10

保護者の就労状況 父又は母が単身赴任である。（住基上同じ場合には、加点対象外） 1

保護者の勤務先

勤務先が、親族が経営する法人格を有しない会社又は個人営業等である。（別表第2の自営

中心者、自営協力者、農業とは重複しない）

保育士資格を有し、市外の認可保育施設に勤務している 1

保育士資格を有し、市内の認可保育施設への就労を前提とし就職活動を行っている、又は行う
予定。（別表第2で就労先未定に該当している場合のみ）

2

-1

保育士資格を有し、市内の認可保育施設に勤務している 3
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様式第１号

※機械で読み取りますので、枠からはみ出さないように記入してください。

昭和 ☑

マ エ ハ ゛ シ タ ロ ウ 平成 □

平成 □

マ エ ハ ゛ シ ア イ コ 令和 ☑

令

和
年 月 日

　※　施設コードは、P３.表１【施設コード】を参照してください。

年 月

朝日町〇丁目□ー△△△△

令和６年１月１日の住所が前橋市外の場合のみ記入してください。（現住所への居住：R 6 年 3 月から）

〒 xxx-xxxx

　

　

8 時 3 0 1 6 時 0 0

○０歳児

祖母
（フリガナ）　　　マエバシ　ウメコ

S 31 11 1 自営協力

分から 分まで 土曜日 □  希望あり ☑  希望なし

R5.4.2～

R6.4.1生 祖父
（フリガナ）　　　マエバシ　マツオ

S 35 12 1 自営業前橋　松男

兄
（フリガナ）　　　マエバシ　ジロウ

H 30 4 5 第一保育所
○1歳児 前橋　次郎

2 1 パート
前橋　花子

○2歳児

兄
（フリガナ） 　　マエバシ　イチロウ

H 28 6

R3.4.2～

R4.4.1生
申

込

者

及

び

申

込

児

童

以

外

の

同

居

家

族

（
祖

父

母

も

含

む

）

母
（フリガナ）　　　マエバシ　ハナコ

H 2

   R6.4.2～

   以降生
前橋　梅子

必要保育時間 平　日

1 〇〇小学校2年R4.4.2～

R5.4.1生
前橋　一郎

職業・学校
○3歳児 S・H・R 年 月 日

R2.4.2～

R3.4.1生

連絡先電話番号 父携帯 090-〇〇〇〇-△△△△ 母携帯 080-〇〇〇〇-△△△△

続柄 氏　名
生 年 月 日

H31.4.2～

R2.4.1生 前住所 　　東京都〇〇区〇〇・・・・

○4歳児 ※転入見込みでの申し込みについては現住所は転入予定地、前住所は現在お住まいの住所を記入してください。

令和 日まで

○5歳児 現住所 前橋市  ☑　転入見込みでの申し込み

年 7 月 10 日から
※令和７年度中に退所予定の方は下記に終了日を記入してください。

 ※兄弟姉妹で同時に申し込んだ場合で、揃っての入所ができなかったときの希望をひとつ選んでレ点を入れてください。

　　□入れる児童だけでも、入所を希望する

　　□兄弟姉妹が同時に同じ施設を利用できる場合のみ利用を希望する

　　□兄弟姉妹が同時に利用できれば別々の施設でも利用を希望する

保育の提供を

希望する期間
令和 7

☑未第三希望 0 0 1 9 上川淵保育所

第二希望 0 0 1 7 元総社保育所

1 第一保育所 見

学

の

済

・

未

☑済 □未
□　現在利用中の園で
　　１号→２号への変更希望

☑済 □未
※ 入所希望施設の第一希望の欄に、現在通っ

ている施設名を記入してください。
□済

入

所

希

望

施

設

第一希望 0 0 1

□ 申込児童が未出生である　※氏名や生年月日、性別は空欄にし、出産予定

日を記入してください。母子手帳の写しを添付してください。

出産

予定日

施設コード 施設名

5 年 8 月 10 日

前橋 愛子 性別 □　男 ☑　女

ボールペンを使用し、申込書中の□は該当するものにレ点を入れてください。訂正する場合は、二重線で消してください。

申

込

者

（
保

護

者

）

フ　リ　ガ　ナ 生 年 月 日

氏 名
63 年 1 月 1 日

前橋 太郎

続柄 職 業・ 学 校

父 公務員

フ　リ　ガ　ナ 生 年 月 日

申

込

児

童

氏 名

前橋市福祉事務所長

　次のとおり、施設型給付費・地域型保育給付費に係る教育・保育給付認定を申請します。併せて児童福祉法、子ども・子育て支援法に基づく保育関係施設への入所につい

て申し込みをします。施設型給付費・地域型保育給付費の教育・保育給付認定に必要な市町村民税の情報（同一世帯者を含む）及び世帯情報を閲覧することや、その情報に

基づき決定した利用者負担額について、希望する特定教育・保育施設に対しても必要な情報を提示することに同意します。

　また、保育の提供又は保育料の算定のために必要がある場合は、市が保有する個人情報を利用すること、市が勤務先に対し勤務内容等について職権調査すること並びに市

が行った利用調整による結果、入所（園）が決定した施設又は希望する施設に対し、この申込書の内容及び保育関係の情報を提供することに同意し、申込書を提出します。

令和７年度施設型給付費・地域型保育給付費
教育・保育給付認定申請書兼保育関係施設入所申込書

（宛先） 前橋市長 令和　　年　　月　　日

申込書の提出日を記入してください。

フリガナの濁点（゛）や半濁点（゜）は一文字とします。フリガナの欄に

おさまらない場合は、1つの枠に２文字詰めて書いてください。

申込者は父母どちらでも構いません。

４桁で記入してください。コード表は、申込書見開き３ページにあります。

育休明けの方で、慣らし保育を希望の方は復職日の最大１か月前から入所が可能です（保

育関係施設の最小受入年齢に達している場合のみ）。

慣らし保育を希望する場合は、慣らし保育を含めた期間を記入してください。

（記入例はR7.8.10に復職予定の場合）

「保育の提供を希望する期間」に記載した日付時点での状況

を記入してください。

なお、就労や進学などで職業・学校名が定かではない場合は

「会社員」や、「高校１年生」などと記入してください。

きょうだいが保育関係施設を利用している場合には、利用施設

名を記入してください。
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◎保護者の状況

・保育を必要とする事由で最もあてはまるものを、下記の保育要件番号から１つ選択し、父母それぞれ番号で記入してください。

【就労】 １ 外勤・自営中心者 ２ 農業・自営協力者 ３ 内職 ４求職活動中（起業準備中も含む）

【就学】 ５ 通学している（又は予定） ６ 通信教育の受講

【疾病】 ７ 入院 ８ 寝たきり ９ 精神病 10 １か月以上の通院または安静 11 障害をもっている

【同居親族の介護】 12 心身障害児者の介護 13 居宅内介護 14 寝たきり者の介護 15 入院付き添い

【出産】 16 出産（最大４か月） 出産予定日 年  月   日 17 災害

・保育要件番号が１～２の方は、就労証明書に記載された月間就労時間を必ず記入してください。

1 5 5 3 0 分 1 2 0 0 0 分

令和 年 月 日

・保育要件が１１の方で、障害による手帳をお持ちの方は、下記に等級を記入をしてください。（手帳の写しを添付してください。）

父 級 級

母 級 級

◎児童の状況

人兄弟（姉妹）の

 申込児童の現況で、最もあてはまるものを下記から選択し、番号で記入してください。

１ 父又は母が自宅で保育　　 ２ 父又は母が仕事をしながら保育 ３ 母が産休・父又は母が育休中で自宅で保育

４ 認可保育施設を２・３号認定として利用中   ５ 認可保育施設を１号認定として利用中 ６ 職場の託児施設を利用中

７ 認可外保育施設を利用中 ８ 一時預かりを利用中（認可施設または認可外施設） ９ 他人が保育（祖父母を含む）

・就学前の兄弟姉妹の現況について、該当する場合はレ点を入れてください。

□　申込児童と同じ施設に申込中

◎世帯の状況

・児童と父又は母の住所が異なる場合や生活が別の場合、その状況を記入してください。

（離婚の場合は離婚日がわかる公的書類、離婚前提の別居で離婚調停中の場合は、期日通知書を添付してください。）

１ 死別 ５ 離婚前提の別居 ６ その他

（ ）

〒 年 月 日

年 月 日

□　生活保護を受けている

◎祖父母の状況(申込み児童と同居の場合は、住所の記載は不要です。)

□ 未満児施設の卒転所□ 勤務先が親族経営（自営協力と重複しない） □ 育休明けで９月内定済み

昭和34年11月1日

市記入欄※記入しないでください。

□ 保護者が市内認可保育園の保育士 □ 保護者が市外認可保育園の保育士 □ 保護者が保育士として求職中

山田　聖子 昭和34年10月1日 群馬県〇〇市・・・

母方

祖父 前橋　松男 昭和35年9月20日

祖母 前橋　梅子

氏名 生年月日 住所

父方

祖父 山田　三郎 昭和35年7月1日 群馬県〇〇市・・・

祖母

６ その他　を選択した方は、右に具体的な状況を記入してください。

フリガナ

相手方

住　所

上記の発生日

相手方氏名 相手方生年月日

 その状況の理由としてあてはまるものを下記から選択し、番号で記入してください。 理由番号

理由番号 ２ 離婚 ３ 未婚 ４ 単身赴任

番号 3

 ※上記で４、５、７、８番を選択した方は利用中の施設名を記入してください。 利用施設名

□　申込児童が障害者手帳を持っている。※手帳の写しを添付してください。

☑　申込児童の第一希望施設に在所(園)中または、Ｒ６年度中に入所が内定済み

　　※ R7.4月から小学校に入学する場合は、チェックしないでください。

精神手帳 身体障害者手帳 療育手帳の区分（ＡかＢで記入してください）

申込児童は、何人兄弟（姉妹）の何番目のお子様ですか。 3 3 番目

精神手帳 身体障害者手帳 療育手帳の区分（ＡかＢで記入してください）

保

育

要

件

番

号

【求職中】

【災害】

父の月間就労時間 時間 母の月間就労時間 時間

父の保育要件番号 1 母の保育要件番号 1

育児休業を取得（予定）中の方は、復職日を記載してください。 復職日 7 8 10

就労証明書に記載されている月間就労時間を記入してください。

産休・育休明け後、仕事に復職する場合は必ずこちらに復職日を記入してください。

就労証明書に記載の復職日より早く復職予定又は遅く復帰予定の場合は、その予定

日を記入してください。

兄弟（姉妹）で何番目かを記入してください（就学前であるかは問いません）。
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☑　 マイナンバーを提供します。

父マイナンバー 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2

母マイナンバー 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5

子マイナンバー 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8

3　証明書等の内容に虚偽が判明した場合は、入所を取り消すことがあります。

4　申込受付期限を過ぎてからの就労状況等の変更の申出はできませんので、ご注意ください。

表１　【施設コード】 （カナ順）

※施設名と施設コードが異なる場合には、施設コードを優先させていただきますので、間違いのないよう記入してください。

あ す ひろせ幼稚園

ふ 富士見保育所

か 富士見幼稚園

せ 二子山幼稚園

ふたばこども園

ほ 宝塔保育園

そ ポケット幼稚園

き 細井保育所

た ぽらりすこども園

い 第二あさひ幼稚園 ま まえばしこども園

け 第二はと保育園 前橋東保育園

こ たちばな み 明星幼稚園

ち 中央大橋保育園 め 明和幼稚園

え 長昌寺保育園 めぐみ保育園

さ と トキワ保育園 も 元総社保育所

お し な 南橘保育所 元総社幼稚園

に 二之宮保育園 もものき

は 芳賀保育所 桃瀬幼稚園

芳賀南保育園 ろ ろっくひよこプリスクール

はと保育園 六供保育所

ひ わ
（大利根育英幼稚園分園）

朝日が丘こども園 0120
しょうび第一幼稚園 1013 ひまわりこども園 わかくさ幼稚園

しょうび第二幼稚園 1032 広瀬保育所 0030

0086

大利根育英幼稚園 1018 しゃか保育園 0064

大手町くりの木保育園 0069 しゃか第二こども園 0073 0059

0060

大胡第２こども園 0083 下川淵保育所 0025

大胡第３こども園 0084 慈照幼稚園 1023 0057

0024

大胡第一保育園 0082 敷島幼稚園 1015

江木幼稚園 1014 山王幼稚園 1030 0063

0023

永明保育園 0066 こまがた幼稚園 1025

岩神保育園 0051 駒形こども園 0079 0072

0062

0011

1019

いずみ幼稚園 1011 木の実幼稚園 1034

石倉保育園 0091 元景幼稚園 1028 0070

0088

いしい幼稚園 1036 きりのこ保育園 0080

荒砥保育所 0029 清里保育所 0020 第一保育所

1005

あおぞら総社 0058 粕川保育所 0032 清華幼稚園 1031

1010

あゆみ保育園 0061 共愛学園こども園 0092 総社保育園

東保育所 0022 上細井保育園 0074 相愛館 0053

0016

あさひ幼稚園 1029 上川淵保育所 0019 静和幼稚園

赤城育心こども園 0085 粕川幼稚園 1033 清心幼稚園

あおぞら北 0090 桂萱保育所 0021 SuruSu上陽こども園 0087

あおいこども園 0055 おりーぶの森 0077 SuruSu祝昌こども園 0071

証
明
書
類
等
は

、
こ
こ
に
の
り
で
重
ね
て
貼

っ
て
く
だ
さ
い

。
（
父
母
分

）

※マイナンバーを提供されない場合、番号制度による

情報連携を行わないため、課税証明等の提供を求め

る場合があります。

　注意事項

１　父・母親の就労証明書等の各種証明書は、必ず申込時にこの欄にのりで貼ってください。

　　申込時に証明書等の添付がない場合又は内容に不備がある場合は、正しい内容が確認できないため、申込書に記載してい

　ただいた就労状況等による審査ができません。申込書及び証明書類等の内容をご確認のうえ、必ず添付してください。

２　求職中の場合は、別紙「保育関係施設入所に関する申立書」を、この欄にのりで貼ってください。

　　なお、就職が決まり次第、早急に就労証明書を提出してください。

　　また、求職中の方で保育士資格を保有し、保育士として、前橋市内の保育施設で就労する意思がある場合、保育士証を添

　付してください。

5　求職活動中の要件で入所した方は、入所から３か月以内に保育の要件（求職活動以外）を満たす確認がとれる証明書等を提出して

　ください。

　　提出が無い場合は、理由の有無を問わず認定が取り消され、退所となります。

施設名 コード

愛泉保育園 0078 おおどり保育園 0081 鈴蘭幼稚園 1007 1020

コード 施設名 コード 施設名 コード 施設名

0033

1035

1016

0067

0075

1037

0027

0093

0052

0013

1006

0054

1009

1021

0068

0017

1012

0076

1026

0089
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入所児童の健康状態

１　集団保育を受けるにあたり、発育や発達について気になることがあれば記入してください。
□　ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☑　ない
　〔 〕

２　今まで、医療機関より経過を見るよう伝えられていたり、治療を受けていたりする病気等があれば記入
　してください。

□　ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☑　ない

　〔 〕

３　発育や発達・病気等でどこか相談機関や医療機関、訪問看護、療育施設等の利用があれば記入してください。
□　ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ☑　ない
　〔 〕

４　アレルギー等があれば記入してください。
☑　ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 □　ない
　〔 卵、牛乳 〕

５　上記のほかに、気になることがある場合は記入してください。

　〔 〕

こども施設課　記載欄

- 32 -



宛

証明日 年 月 日

― ―

― ―

下記の内容について、事実であることを証明いたします。

※本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

No.

□ 農業・林業 □ 漁業 □ 鉱業・採石業・砂利採取業 □ 建設業 □ 製造業 □ 電気・ガス・熱供給・水道業

□ 情報通信業 □ 運輸業・郵便業 □ 卸売業・小売業 □ 金融業・保険業 □ 不動産業・物品賃貸業

□ 学術研究・専門・技術サービス □ 宿泊業・飲食サービス業 □ 生活関連サービス業・娯楽業 □ 医療・福祉

□ 教育・学習支援業 □ 複合サービス事業 □ 公務 □ その他（ ）

年 月 日

3 □ 無期 □ 有期 年 月 日 ～ 年 月 日

□ 正社員 □ パート・アルバイト □ 派遣社員 □ 契約社員 □ 会計年度任用職員 □ 非常勤・臨時職員 □ 役員

□ 自営業主 □ 自営業専従者 □ 家族従業者 □ 内職 □ 業務委託 □ その他( )

月 火 水 木 金 土 日

□ □ □ □ □ □ □

日 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

年 月 年 月 年 月

□ 取得予定 □ 取得中

年 月 日 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み

年 月 日 ～ 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み □ 介護休業 □ 病休 □ その他（ ）

年 月 日 ～ 年 月 日

11 □ 復職予定 □ 復職済み 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 年 月 日 ～ 年 月 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

13 □ 有 □ 有（予定） □ 無

14 □ 有 □ 有（予定） □ 無 □ 未定

15 □ 可 □ 可（予定） □ 否

16 □ 可 □ 可（予定） □ 否

17 年 月 日 年 月 日

18

年 月 日

年 月 日

年 月 日

就労証明書
前橋市長

西暦

事業所名

電話番号

担当者名

代表者名

所在地

項目 記載欄

1 業種

記載者連絡先

雇用(予定)期間等 期間
 （無期の場合は雇用開始日のみ）

4 本人就労先事業所
名称

住所

2
フリガナ

本人氏名 生年
月日

5 雇用の形態

6

就労時間
(固定就労の場合)

祝日 合計
時間

月間
□

一月当たりの就労日数 月間 一週当たりの就労日数 週間

時間 分 （うち休憩時間 分）

土曜

平日

時間／月時間／月 日／月

就労時間
(変則就労の場合)

合計時間 時間

就労日数 日

主な就労時間帯
・シフト時間帯

日祝

年月

日／月
7

就労実績
※日数に有給休暇を含み、

時間数に休憩・残業時間を含む

年月 年月

日／月 時間／月

10
産休・育休以外の休業の

取得

理由

期間

9 育児休業の取得
※取得予定を含む 期間

8 産前･産後休業の取得
※取得予定を含む 期間 ～

復職（予定）年月日

12
育児のための短時間
勤務制度利用有無

※取得予定を含む

期間

保育士等としての勤務実
態の有無

（雇用契約の）満了後の
更新の有無

入所内定時育休短縮可否

育休延長可否

単身赴任期間（予定含む）

主な就労時間帯
・シフト時間帯

□ 申込中（第一希望）

備考欄

保護者記載欄

児童名 生年月日 施設名
□ 利用中

～

□ 申込中（第一希望）

申込中（第一希望）

児童名 生年月日 施設名
□ 利用中

児童名 生年月日 施設名
□ 利用中 □19



宛

証明日 年 月 日

― ―

― ―

下記の内容について、事実であることを証明いたします。

※本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

No.

□ 農業・林業 □ 漁業 □ 鉱業・採石業・砂利採取業 ☑ 建設業 □ 製造業 □ 電気・ガス・熱供給・水道業

□ 情報通信業 □ 運輸業・郵便業 □ 卸売業・小売業 □ 金融業・保険業 □ 不動産業・物品賃貸業

□ 学術研究・専門・技術サービス □ 宿泊業・飲食サービス業 □ 生活関連サービス業・娯楽業 □ 医療・福祉

□ 教育・学習支援業 □ 複合サービス事業 □ 公務 □ その他（ ）

年 3 月 6 日

3 ☑ 無期 □ 有期 年 4 月 1 日 ～ 年 月 日

☑ 正社員 □ パート・アルバイト □ 派遣社員 □ 契約社員 □ 会計年度任用職員 □ 非常勤・臨時職員 □ 役員

□ 自営業主 □ 自営業専従者 □ 家族従業者 □ 内職 □ 業務委託 □ その他( )

月 火 水 木 金 土 日

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □

日 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

年 月 年 月 年 月

☑ 取得予定 □ 取得中

年 月 日 年 月 日

☑ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み

年 2 月 22 日 ～ 年 12 月 26 日

□ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み □ 介護休業 □ 病休 □ その他（ ）

年 月 日 ～ 年 月 日

11 ☑ 復職予定 □ 復職済み 年 月 日

☑ 取得予定 □ 取得中 年 12 月 27 日 ～ 年 12 月 27 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

13 ☑ 有 □ 有（予定） □ 無

14 □ 有 □ 有（予定） □ 無 □ 未定

15 □ 可 □ 可（予定） □ 否

16 □ 可 □ 可（予定） □ 否

17 年 月 日 年 月 日

18

年 4 月 日

年 8 月 日

年 月 日

2026

就労証明書
前橋市長

西暦 9 5

事業所名 ○○建設株式会社

2024

電話番号 ××××

担当者名 前橋営業所　総務課　朝日　三郎

代表者名 前橋営業所　所長　大手　一郎

所在地 前橋市○○町×丁目××－××

××× ×××

××××

項目 記載欄

1 業種

記載者連絡先 　××× ×××

雇用(予定)期間等 期間
 （無期の場合は雇用開始日のみ）

2017

4 本人就労先事業所
名称

住所

2
フリガナ マエバシ　ハナコ

本人氏名 前橋　花子 生年
月日 1997

（うち休憩時間 1200 分）

5 雇用の形態

6

就労時間
(固定就労の場合)

祝日 合計
時間

月間 160
□

一月当たりの就労日数 月間 20 一週当たりの就労日数 週間

時間 0 分

5

平日 9 0 17 0 60

就労時間
(変則就労の場合)

合計時間 時間

日祝

土曜

就労日数 日

主な就労時間帯
・シフト時間帯

年月

日／月 時間／月

年月 年月

時間／月日／月 時間／月 日／月
7

就労実績
※日数に有給休暇を含み、

時間数に休憩・残業時間を含む

10
産休・育休以外の休業の

取得

理由

期間

21

9 育児休業の取得
※取得予定を含む 期間 2025 2025

8 産前･産後休業の取得
※取得予定を含む 期間 2024 11 8 ～ 2025 2

復職（予定）年月日 2025 12 27

12
育児のための短時間
勤務制度利用有無

※取得予定を含む

期間 2024

保育士等としての勤務実
態の有無

（雇用契約の）満了後の
更新の有無

主な就労時間帯
・シフト時間帯

9 0 16 0 60

入所内定時育休短縮可否

単身赴任期間（予定含む） ～

□

生年月日

生年月日

備考欄

児童名

育休延長可否

生年月日

102022

2019 5前橋　次郎

児童名

前橋　愛子

児童名
利用中 □ 申込中（第一希望）

19 保護者記載欄

利用中☑ □ 申込中（第一希望）

□ 利用中 ☑

施設名

第一保育所

施設名

第一保育所

施設名

申込中（第一希望）

本様式は国が示す新たな標準的な様式「就労証明書」記入例です。

※本様式は前橋市ホームページよりダウンロードできます。

また、ホームページに記載要領がありますので、確認のうえ作成してく

ださい。

「保護者記載欄」より上の欄は、全て

事業所の方が記入してください。 事業所長のほか、所属長（店長や所長、工場長等）の証明でも可です。

※押印は不要です。

雇用契約に基づく就労時間を記入してください。(No.6の月間の就労時間は必ず記入してください。)

・残業時間は、就労時間に含みません。

・時短勤務をしている場合でも、時短勤務の時間ではなく雇用契約に基づく就労時間を記入してください。

この欄は、必ず保護者が記入してください。 申込み中の場合は、申込書に記載した第一希望の

保育施設名を記入してください。

上記項目における補足説明等があれば記入してください。

NO.7、10、15、16、17は、

原則記入不要です。



宛

証明日 年 月 日

― ―

― ―

下記の内容について、事実であることを証明いたします。

※本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

No.

□ 農業・林業 □ 漁業 □ 鉱業・採石業・砂利採取業 □ 建設業 □ 製造業 □ 電気・ガス・熱供給・水道業

□ 情報通信業 □ 運輸業・郵便業 □ 卸売業・小売業 □ 金融業・保険業 □ 不動産業・物品賃貸業

□ 学術研究・専門・技術サービス □ 宿泊業・飲食サービス業 □ 生活関連サービス業・娯楽業 □ 医療・福祉

□ 教育・学習支援業 □ 複合サービス事業 □ 公務 □ その他（ ）

年 月 日

3 □ 無期 □ 有期 年 月 日 ～ 年 月 日

□ 正社員 □ パート・アルバイト □ 派遣社員 □ 契約社員 □ 会計年度任用職員 □ 非常勤・臨時職員 □ 役員

□ 自営業主 □ 自営業専従者 □ 家族従業者 □ 内職 □ 業務委託 □ その他( )

月 火 水 木 金 土 日

□ □ □ □ □ □ □

日 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

年 月 年 月 年 月

□ 取得予定 □ 取得中

年 月 日 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み

年 月 日 ～ 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み □ 介護休業 □ 病休 □ その他（ ）

年 月 日 ～ 年 月 日

11 □ 復職予定 □ 復職済み 年 月 日

□ 取得予定 □ 取得中 年 月 日 ～ 年 月 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

13 □ 有 □ 有（予定） □ 無

14 □ 有 □ 有（予定） □ 無 □ 未定

15 □ 可 □ 可（予定） □ 否

16 □ 可 □ 可（予定） □ 否

17 年 月 日 年 月 日

18

年 月 日

年 月 日

年 月 日

就労証明書
前橋市長

西暦

事業所名

電話番号

担当者名

代表者名

所在地

項目 記載欄

1 業種

記載者連絡先

雇用(予定)期間等 期間
 （無期の場合は雇用開始日のみ）

4 本人就労先事業所
名称

住所

2
フリガナ

本人氏名 生年
月日

5 雇用の形態

6

就労時間
(固定就労の場合)

祝日 合計
時間

月間
□

一月当たりの就労日数 月間 一週当たりの就労日数 週間

時間 分 （うち休憩時間 分）

土曜

平日

時間／月時間／月 日／月

就労時間
(変則就労の場合)

合計時間 時間

就労日数 日

主な就労時間帯
・シフト時間帯

日祝

年月

日／月
7

就労実績
※日数に有給休暇を含み、

時間数に休憩・残業時間を含む

年月 年月

日／月 時間／月

10
産休・育休以外の休業の

取得

理由

期間

9 育児休業の取得
※取得予定を含む 期間

8 産前･産後休業の取得
※取得予定を含む 期間 ～

復職（予定）年月日

12
育児のための短時間
勤務制度利用有無

※取得予定を含む

期間

保育士等としての勤務実
態の有無

（雇用契約の）満了後の
更新の有無

入所内定時育休短縮可否

育休延長可否

単身赴任期間（予定含む）

主な就労時間帯
・シフト時間帯

□ 申込中（第一希望）

備考欄

保護者記載欄

児童名 生年月日 施設名
□ 利用中

～

□ 申込中（第一希望）

申込中（第一希望）

児童名 生年月日 施設名
□ 利用中

児童名 生年月日 施設名
□ 利用中 □19



宛

証明日 年 月 日

― ―

― ―

下記の内容について、事実であることを証明いたします。

※本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

No.

□ 農業・林業 □ 漁業 □ 鉱業・採石業・砂利採取業 ☑ 建設業 □ 製造業 □ 電気・ガス・熱供給・水道業

□ 情報通信業 □ 運輸業・郵便業 □ 卸売業・小売業 □ 金融業・保険業 □ 不動産業・物品賃貸業

□ 学術研究・専門・技術サービス □ 宿泊業・飲食サービス業 □ 生活関連サービス業・娯楽業 □ 医療・福祉

□ 教育・学習支援業 □ 複合サービス事業 □ 公務 □ その他（ ）

年 3 月 6 日

3 ☑ 無期 □ 有期 年 4 月 1 日 ～ 年 月 日

☑ 正社員 □ パート・アルバイト □ 派遣社員 □ 契約社員 □ 会計年度任用職員 □ 非常勤・臨時職員 □ 役員

□ 自営業主 □ 自営業専従者 □ 家族従業者 □ 内職 □ 業務委託 □ その他( )

月 火 水 木 金 土 日

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □

日 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間 分 （うち休憩時間 分）

□ 月間 □ 週間

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

年 月 年 月 年 月

☑ 取得予定 □ 取得中

年 月 日 年 月 日

☑ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み

年 2 月 22 日 ～ 年 12 月 26 日

□ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み □ 介護休業 □ 病休 □ その他（ ）

年 月 日 ～ 年 月 日

11 ☑ 復職予定 □ 復職済み 年 月 日

☑ 取得予定 □ 取得中 年 12 月 27 日 ～ 年 12 月 27 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

13 ☑ 有 □ 有（予定） □ 無

14 □ 有 □ 有（予定） □ 無 □ 未定

15 □ 可 □ 可（予定） □ 否

16 □ 可 □ 可（予定） □ 否

17 年 月 日 年 月 日

18

年 4 月 日

年 8 月 日

年 月 日

2026

就労証明書
前橋市長

西暦 9 5

事業所名 ○○建設株式会社

2024

電話番号 ××××

担当者名 前橋営業所　総務課　朝日　三郎

代表者名 前橋営業所　所長　大手　一郎

所在地 前橋市○○町×丁目××－××

××× ×××

××××

項目 記載欄

1 業種

記載者連絡先 　××× ×××

雇用(予定)期間等 期間
 （無期の場合は雇用開始日のみ）

2017

4 本人就労先事業所
名称

住所

2
フリガナ マエバシ　ハナコ

本人氏名 前橋　花子 生年
月日 1997

（うち休憩時間 1200 分）

5 雇用の形態

6

就労時間
(固定就労の場合)

祝日 合計
時間

月間 160
□

一月当たりの就労日数 月間 20 一週当たりの就労日数 週間

時間 0 分

5

平日 9 0 17 0 60

就労時間
(変則就労の場合)

合計時間 時間

日祝

土曜

就労日数 日

主な就労時間帯
・シフト時間帯

年月

日／月 時間／月

年月 年月

時間／月日／月 時間／月 日／月
7

就労実績
※日数に有給休暇を含み、

時間数に休憩・残業時間を含む

10
産休・育休以外の休業の

取得

理由

期間

21

9 育児休業の取得
※取得予定を含む 期間 2025 2025

8 産前･産後休業の取得
※取得予定を含む 期間 2024 11 8 ～ 2025 2

復職（予定）年月日 2025 12 27

12
育児のための短時間
勤務制度利用有無

※取得予定を含む

期間 2024

保育士等としての勤務実
態の有無

（雇用契約の）満了後の
更新の有無

主な就労時間帯
・シフト時間帯

9 0 16 0 60

入所内定時育休短縮可否

単身赴任期間（予定含む） ～

□

生年月日

生年月日

備考欄

児童名

育休延長可否

生年月日

102022

2019 5前橋　次郎

児童名

前橋　愛子

児童名
利用中 □ 申込中（第一希望）

19 保護者記載欄

利用中☑ □ 申込中（第一希望）

□ 利用中 ☑

施設名

第一保育所

施設名

第一保育所

施設名

申込中（第一希望）

本様式は国が示す新たな標準的な様式「就労証明書」記入例です。

※本様式は前橋市ホームページよりダウンロードできます。

また、ホームページに記載要領がありますので、確認のうえ作成してく

ださい。

「保護者記載欄」より上の欄は、全て

事業所の方が記入してください。 事業所長のほか、所属長（店長や所長、工場長等）の証明でも可です。

※押印は不要です。

雇用契約に基づく就労時間を記入してください。(No.6の月間の就労時間は必ず記入してください。)

・残業時間は、就労時間に含みません。

・時短勤務をしている場合でも、時短勤務の時間ではなく雇用契約に基づく就労時間を記入してください。

この欄は、必ず保護者が記入してください。 申込み中の場合は、申込書に記載した第一希望の

保育施設名を記入してください。

上記項目における補足説明等があれば記入してください。

NO.7、10、15、16、17は、

原則記入不要です。



児童名 生年月日Ｈ･Ｒ　　年　　月　　日 施設名 □利用中 □申込中

児童名 生年月日Ｈ･Ｒ　　年　　月　　日 施設名 □利用中 □申込中

児童名 生年月日Ｈ･Ｒ　　年　　月　　日 施設名 □利用中 □申込中

※申込児童及び未就学の兄弟姉妹の状況を記入してください。

令和　　　年　　　月　　　日

（宛先）前橋市長

申立者 住　所

氏　名

連絡先

【現在の状況】

□ ハローワークに行っている又は行く予定

□ 職業訓練に申し込んでいる又は申し込む予定

□ 派遣会社へ登録している又は登録する予定

□ 広告やインターネットで求人情報を検索している

□ 保育士として前橋市内の保育所（園）・認定こども園へ就労することを

前提とし活動を行っている又は行う予定

（保育士証の写しを添付することにより選考の際に加点があります）

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※複数回答可

【問い合わせ先】

前橋市役所こども施設課

℡　027-220-5705（直通）

※求職活動中（起業の準備を含む。）の場合の認定期間は、効力の発生日から、同日から起算して９０日を経過する日
が属する月の末日までの期間とします。

保育関係施設入所に関する申立書

　下記の内容に相違ないことを申し立てます。
　利用調整・認定更新を行う際には、保育の必要性の観点より、第一希望の施設（利用中の施設）での利用ができなく
ても異議はありません。
　保育関係施設に入所した場合には、保育短時間での認定となることに同意するとともに、入所後３か月以内に月４８
時間以上の就労を開始し、就労証明書を提出いたします。
　入所後３か月以内に就労を開始しなかった場合及び就労証明書を提出しなかった場合は、保育関係施設を退所とな
ることに異議はありません。
　前橋市内の保育所（園）・認定こども園に保育士として就労することを前提に申し込みをし、その加点により入所が決
定したにもかかわらず、それ以外の就労先に就労した場合、入所が取り消しとなっても異議はありません。

□
求職活動中又は入所後
に活動を開始する予定

□ 起業準備中


